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第７回研究会の主な意見及び議事録 

 

≪主な意見≫ 

 

■ フリートーキングより 

 

○ 福祉部門だけでは、福祉は実現しないどころか逆にそれを壊してしまう。福

祉を狭く捉えている限り、地域の福祉は実現しない。 

 

○ 福祉自体が専門家主導になり過ぎ。専門家が住民と一緒に考え、行動してい

けるようなあり方を考えていかないと、地域の福祉は実現しない。 

 

○ 担い手主導が「すき間」をつくる大きな原因になっているのではないか。当

事者主導、住民主導の姿勢にならないとすき間は埋まらない。 

 

○ 地域の中で自治会の活動だけではエネルギーは十分に出てこないが、それに

変わるほどのＮＰＯや他のボランティア団体が出てくるわけではない。両方が

必要。地域をベースに、地域の中で市民が継続して活動に参加できるシステム

としての自由なボランティア団体等を自治会がサポートしながらつくってい

くという考え方が重要。 

 

○ 生活上は様々な問題が出てくるため、きめ細かいサービスだけでは限界があ

る。例えば、市民が自由につくったものを大いに奨励し、その基本的なところ

を制度でサポートできるようにすると、制度的なものと市民による全く自由な

ものがうまくかみ合うことができるのではないか。 

 

○ これからは、住民が主体的に運営できるものはしていくような仕組みを考え

ていくことと、助け合いの活動のようなものがベースに広がっていくことの方

が必要。助け合い活動と行政のサービスの間のところをいかに組織化していく

のかを考えていくことが必要。 

 

○ 国として基準をつくる際には、すべて類型化してきれいにできるものではな

く、地理的な状況や目的やこれまでの経過を踏まえた、一面的ではない類型に

基づいた基準のガイドラインを提示することが必要。 

 

○ 担い手は公共団体だけでない。社会福祉協議会や民生委員・児童委員等の活

動は大いに尊重し、新たなるＮＰＯ等との連携によって補強あるいは新たなる

地平を切り拓いていくことができる可能性が出てきている。 

 

○ 地域福祉を深めていくということは、地域全体の暮らしの質を向上させ安

資 料 ４ 
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全・安心の面でも高めることができる切り口として重要。 

 

 

○ 福祉制度自体も地域へ向かっている中で、専門職が本当に地域での生活を支

えるような視点に変化をしていっているのか。提供側の理屈と言われているが、

地域生活を送る生活者としての視点で生活が支えられるような視点の変化が

起きているのかどうかは、みていかないといけない部分。 

 

○ どうすれば地域が福祉に注目して福祉のことを考えるようになっていくの

か、住民が主体的に活動できる組織をどうつくってもらうかが大きなポイント。

その主体性を生み出すためには、その地域に必要なニーズ、生活課題は何があ

るのか、その地域でこれまでの歴史的な背景も踏まえてどういう形で対応がで

きるのかを、それぞれの地域で考えてもらう場をつくってもらうことが重要。 

 

○ 自治会のような網羅的な組織で、住民の意見を吸収したり意思決定したりと

いう場と、具体的に活動したい人たちが集まってきて活動する場を並立させて

いけるような仕組みを考えるべき。 

 

○ ボランティアは、人のため、他人のためにやるというのではなく、最終的に

は自分のためになっているというように上手に設計するべき。 

 

○ これまで管理システムは整備されてきており、管理型タイプの社会運営はた

けているが、今はボランティアにもみられるように「支援」が大事。地域社会

の中に支援をメインにして、ボランティアやＮＰＯ自身もエンパワーされ、担

当している人が自己実現できるような場をつくっていくということが重要。 

 

○ 地域福祉における「地域」の用法は４つあるような気がする。 

①空間 

･･･他の機能的な政策、制度の残りの部分。残りを地域という概念で全部引き 

けるという意味。 

②団体 

･･･担い手の場合もあれば、危機管理のニーズの決定、ニーズの発見、ニーズ 

の認定を含め、地域における団体というものが暗黙のうちに想定されている 

という意味。 

③利用者主体 

･･･人間が地域にいることを前提にした上で、人間を焦点、あるいは利用者を 

焦点にした概念としての意味。ただし、この場合の地域イコール人間と言え 

るのは、その人があまり動かないということを暗黙の前提としていて、毎日 

通勤通学など移動している人は地域福祉の対象として入らない。 

④人間関係の結合 

･･･ある地域における連携やネットワークがあるという状態。これが地域福祉

の対象あるいは目標状態なのではないか。 
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○ 既存のサービスが人を想定しているのに対し、福祉の対象概念は違うような

気がする。担い手ではなく、地域というのはやはり対象であって、相互に助け

合えるような状態ということ自体がすでに政策目標のように論じられている

という印象を持った。 

 

○ （資料２の６に書かれている）社会福祉協議会、民生委員、ボランティア等

は、極めて限定したカテゴリーで、介護保険や医療、あるいは防災や建築を考

えないことは、地域社会ではあり得ない。それが落ちるのであれば、地域福祉

の最大のポイントも消えてしまうのではないか。 

 

○ 世間で一般にまちづくりというと、地域における諸問題をハード的な問題も

含めて全部やるという概念で、全て含んでいる。地域福祉は、自治体のやるこ

とすべてだとも考えられる。どこまで拡張できるのか。 

 

○ 「行政の役割」というところの「行政」とは、市区町村なのか都道府県なの

か国なのかというのは大きなテーマ。地域福祉で考える上では、市区町村を基

本にせざるを得ないと思うが、行政の役割というよりはむしろ地域政府の役割

というべき。行政だけでなく政治的意思決定としての所在を明確にした上で、

公益団体や国がどのように補完するのかを論じることが必要。 

 

○ 地域における福祉がコミュニティ全体を活性化する方策は何か。コミュニテ

ィがしっかりしていない場合に、福祉がどのぐらい地域のコミュニティづくり

に寄与できるか。 

 

○ 民生委員は荷が重いのではないか。対象によって機能を分けるという議論が

あっても良い。 

 

○ コミュニティと福祉地区とを人材面からの関連をづけていくことで、イメー

ジをつくっていくことが必要。 

 

○ 地域によってキーマンとなる人あるいはそこに活動の方針を決める人がい

るかいないかで、地域活動の格差は生じるのではないか。 

 

○ ボランティアやＮＰＯ等の「元気な存在」を主役に置き、それを自治会や民

協がバックアップすることでその「元気さ」を継続させていくことがポイント。 

 

○ 既存施策は古い。民生委員、生活福祉貸付制度、共同募金、このイメージは

若い人には受け容れがたいのではないか。趣旨の見直しとともに、ネーミング

の工夫も必要。 

 

○ 実際に地域福祉の現場では女性の活躍は顕著。今後は、必ずしも性差の切り
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口というのが前面に出過ぎる必要はないが、より性別を超えて男性も活躍する

地域福祉のあり方を考えることも必要。 

 

○ 「居住形態」という切り口は重要。限界集落の中ではグループホーム化が進

む動きがある反面、集団で住んでいるところでは、お互いにより名前と顔を一

致させようという動きがあることから、地域といっても居住形態や年齢構成等

で地域福祉のあり方に新たな観点が加わるかもしれない。 

 

○ 市町村よりももっと下のコミュニティ協議会的なところに権限をおろす可

能性については、公共的意思決定の正統性がどこにあるのかという担保が一番

の問題。選挙がない場合にどこまで地域に正統性があるのか。コミュニティ協

議会や地域の基礎組織が正統性の根拠を持てないため、どうしてもお上志向に

なってしまう。別の正統性は専門家であるが、専門家主導になってしまうとい

う問題で、地域福祉といちばん対極になる。どこまで地域の団体が公開性や正

統性を持てるか。 

 

 

■ 富士宮市地域包括支援センターでの取り組みについて 

【富士宮市地域包括支援センター センター長 土屋氏】 

 

○ 障害も児童も高齢者もＤＶ等も初期相談に関しては、ワンストップで受けと

める体制をつくっているところが特徴。介護保険法、児童福祉法の改正、障害

者自立支援法の改正案などをみても、市町村で身近な相談支援をすることが求

められていることから、部署ごとに一々縦割りにしなくてもいいのではないか

というフレーミングを提案して実現。 

 

○ 主訴が明確化されていないケースや重層的な課題のあるケースが地域包括

支援センターに舞い込んでくる。地域包括支援センターでインテークをして、

第１次アセスメントをして、必要な相談機関を連絡調整して支援体制を構築す

る。それぞれの関係機関に役割を振り分けて、その人の支援体制を構築した上

で地域包括支援センターはモニタリング体制に入る。そうすると窓口に来た人

は、そこですべて相談が受理されて必要な支援体制が組まれる。 

 

○ 以下の３点から、ワンストップサービスが必要ととらえた。①ワーカビリテ

ィーのない人たちをたらい回しにしてはならないということ、②相談者本人と

家族の全体をとらえるということで医療、保健、福祉、介護保険、その他への

相談からサービス利用の連続性、相談だけで終わらせず、最終的な支援までし

ていくということ、③生活支援を躊躇している人や社会的に孤立している人へ

積極的にアウトリーチをかけていくようなワンストップの相談が必要という

こと。 

 

○ 権利擁護に係る専門的な支援に関しては、専門家チーム、弁護士、司法書士、
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社会福祉士、人権擁護委員等を集めた権利擁護センターを立ち上げ、市長申し

立てが必要なケースや消費者被害、または虐待で立ち入りのケース等は、専門

家の後押しを受けながら行政が意思決定していく。弁護士、司法書士、警察等

のネットワークができており、地域包括支援センターから困難事例の相談があ

った際に、必要であれば弁護士や司法書士がケア会議等に出席する仕組みもス

タートした。 

 

○ 自分で相談に来られない人をどのように支援するかが一番重要。富士宮市は

地区社協が市内 12 カ所（中学校区に１カ所ずつ）あり、民生委員、保健委員、

区長、班長さんたちが役員としている。まず役員に理解してもらうため、地区

社協ごとに地域福祉の話を展開し、そこから住民へと広めた。 

 

○ 老人クラブや民生委員との協働も重要。昨年の相談件数、同時期で比較して

みると民生委員からの相談が４倍ぐらいになっている。地域包括支援センター

のつながりが出てきていると言えるのではないか。 

 

○ 今まであった地域型支援センターを再編し、見守り体制に組み込んだ。 

 

○ 地区社協の年度総会のときに地域型支援センター（在宅介護支援センター）

の相談員を連れていって、全部顔をつないである。 

 

○ 地域型支援センターでは、地域でのサロンづくりをお願いしている。サロン

活動の中から情報を得て、実態把握をして支援に入るという仕組みをつくって

いる。 

 

○ 高齢者虐待等に関しましては、各地域からバイパスで上がってくるようなル

ートを残しており、すべて地域包括支援センターの方に上がってくるケースと、

地域型で処理してくれるケースと２通り。 

 

○ 認知症のネットワークづくりを県の事業を受けてスタートしている。この地

域の人たちが認知症のことを理解すれば、当然に認知症ネットワークになり、

高齢者虐待のことを理解すればそれが高齢者虐待ネットワークになる。富士宮

市では、いわゆるあて職で同じ人が集まった委員会づくりはやめて、こうした

住民の理解をベースに機能強化をしていくことで、ネットワークづくりしよう

としている。 

 

○ 今一番悩んでいるのが、保健・医療・福祉ネットワークをどう構築するかと

いうこと。医療機関との連携が一番ネックになっており、でき上がれば包括支

援センターを中心とした３つのネットワークができ上がると思っている。 

 

○ 富士宮市では、今まで地域包括支援センターが総合相談の窓口だったが、今

年からは福祉総合相談課の福祉相談支援係ということで、地域包括支援センタ
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ーと家庭児童相談室と障害者相談支援とＤＶ相談を一つの係としてくくり、横

の連携がもっと密になるような体制を構築しようと考えている。まさに社会保

障制度のはざまにいる人たちを包括的な支援体制の中で支えられるようなワ

ンストップ初期相談と具体的な関係機関による支援体制の連携を構築し、福祉

事務所機能を強化していく方針である。 

 

 

＜委員質疑・意見＞ ＊ ○は委員 ・は発表者 

 

○ 地域包括支援センターは専門家主導だが、末端の方は住民主導でやっていて、

住民はそちらの「相談所」に行っている。ならばそちらの方へ顔を出して、そ

こから住民には手の負えないケースを拾い上げていくということを何か考え

ているか。 

 

・ 地域包括支援センターができて最初のころ、当然今までどこでも拾われな

かった。地区社協が地域福祉活動計画を策定しようということで各地域で取

り組んでいる。その中で、向こう３軒両隣で見守ってくれる見守り支援員を

考えている。あて職を置くのではなく、本人に「あなたはだれに見守られた

いですか」と聞いて確認し、本人の同意を得て、地域での見守り体制を検討

している。 

 

○ 地域包括支援センターとボランティア、ＮＰＯとうまくパートナーシップを

組むと良い。 

 

○ 福祉はケアが中心になると思うが、ケアは正義の論理のように普遍的な原理

でいかず、個別特殊事情、それぞれに応じて手当てしないといけない。千手観

音でないと（1,000 の手を持っていないと）手当てできないという発想が必要。

日本はこうした発想に馴染み深いはずであるから、その発想をどう根づかせる

かが大事。（富士宮市の例は）その一歩としてとてもよいのではないかと感動

した。 

 

○ 他の自治体の地域包括支援センターとの違いはどこなのか。そしてそれをや

るために何か障害が実際にあり得るのか、それは市長なり市が方向さえ決めて

しまえば特に問題はないのか。 

 

・ 地域包括支援センターの責任主体は市であり、市が委託であっても責任を

持たなければいけない。他の自治体との違いは、行政の意思（首長の意思）

がそこにあるかないかではないかと思う。 

 

○ １点拠点のタイプになると思うが、何人ずつ職員がいるのか。 

 

・ 直営のスタッフは、社会福祉士２人、主任ケアマネジャー１人、保健師８
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人、プランナーという臨時の、予防プランだけたてる者６人。社会福祉士や

主任ケアマネジャーは基本的には予防プランを持たないという体制。 

 

○ 富士宮市の地域型支援センターの委託先の人の身分、人件費がどういう形で

出されているのか。 

 

・ 地域型支援センターは在宅介護支援センターをそのまま移行したもの。社

会福祉協議会は基幹型センターをやっていたが、それも地域型に移行させ、

７カ所配置。その費用は、全部組みかえて出来高のような形にした。地域の

サロンのコーディネート料も、上乗せして全部合わせて 500 万円程度。１人

区を雇えるかどうかというところ。 

 

○ 総合的に受けられる体制というのは、地域がセーフティネットの役割を果た

す意味で重要なポイント。そこで、地域と結びつくところではどうなのか。全

市が１点拠点で本当にインフォーマルとつなぐ仕組みとして対応し切れるの

か。 

 

・ インフォーマルな関係については、地域の顔つなぎができてきていること

がうまくいっている要因。しかしボランティア育成が遅れているため、イン

フォーマルというと民生委員や近隣住民が主になってくる。もう少し社会資

源ができてくるとおもしろいつなぎができると思う。 
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≪議事録≫ 

 

○大橋座長 

 それでは定刻となりましたので、第７回これからの地域福祉のあり方に関する

研究会をはじめさせていただきたいと思います。本日はお忙しいところお集まり

いただきましてありがとうございました。年が改まりましてはじめての会でござ

います。どうぞ今年もよろしくお願いいたします。 

 昨年までは制度の置かれている現状とか課題で少し論議をいただいたのです

が、昨年 12 月にお話ししましたように、これからは少し論点を整理して、３月

の報告書まとめに臨みたいと思っているわけでございます。この会自体は、３月

までに報告書をまとめるというスケジュールが組まれておりますので、今日から

論点を深めるということでご論議をいただきたいと思っております。 

 今日のところは、特段この論点でというふうに用意してございませんが、資料

２に、今までどういうことが論議の柱になっていたかを整理してございますので、

それに基づいてご論議いただければと思っております。ただそれに先立ちまして、

１月半ばに委員の中で、有志で日立市の地域福祉の現状を視察させていただきま

したので、その報告を簡単にしていただいて、それらも視野に入れながら資料２

に基づいてフリートーキングをいただきたいと思っております。これが前半部分

でございます。 

 後半部分につきましては、やはり地域福祉を推進する上で相談支援事業という

のが大変重要な意味を持ってきているかと思います。介護福祉分野、あるいは障

害福祉分野、あるいは子育て支援分野、いずれも相談支援は大変重要な意味を持

っておりますので、今日は、静岡県富士宮市の土屋幸己さんにお忙しい中を来て

いただいておりますので、お話をいただきたいと思います。土屋さんは社会福祉

士の資格を持っていて、地域包括支援センターのセンター長という立場でもある

ということです。土屋さんの話に先立ちまして、関係部局からも相談援助事業の

現況を報告いただき、その後土屋さんのお話をいただきたいと思います。本日は

こんな流れで進めたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 それでは局長、年が改まって最初ですけれども、何か一言ご挨拶をいただけれ

ばと思います。よろしくお願いいたします。 

○中村社会・援護局長 

 本年もどうぞよろしくお願いいたします。昨年は委員の皆様に十分ディスカッ

ションしていただける時間がなかったので、年明けからは議論を深めていただき

たいと思いますが、先ほど申し上げましたように、地域包括支援センターとかい

ろいろな場面で相談支援事業のお話が出ておりましたので、今回だけはそういう

相談支援事業というテーマを後半に持たせていただきました。あとは、多分３月

末までに５～６回この会議がセットできると思いますので、今日と次回以降、報

告書の取りまとめに向けて集約の方向でご議論いただければと思っております

ので何分よろしくお願いいたします。 

○大橋座長 

 ありがとうございました。それでは日立市の現地視察の状況等について事務局
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からご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○千田地域福祉課長補佐 

 １月 15 日に、委員の有志で、日立市に行っていただきまして、現場の皆さん

と意見交換をしていただきました。その状況について、資料１の方にまとめさせ

ていただております。これを簡単にご説明申し上げたいと思います。 

 まず日立市の概要ですが、人口約 20 万、世帯が７万 7,000、高齢化率が 22％

となっています。我が国の高齢化率の平均が 20％ちょっとですので、それより

若干高目ということになっております。日立市につきましては、住宅団地が造成

されていて、いわゆる日立製作所の企業城下町であるということでございますか

ら、これから高齢化率はどんどん伸びていくような地域ではないかと想像されま

す。 

日立市社協の取り組みですけれども、いわゆる学区相当に対して小地域福祉活

動を行ってきておりまして、具体的には、ひとり暮らし高齢者の見守りチームづ

くりといった地域福祉推進事業を地区社協と一体的に行っているという状況で

ございます。また、ひとり暮らし高齢者見守りチームづくり以外にも、高齢者の

避難訓練事業ですとか、あるいは配食サービス事業、ふれあいサロン、健康クラ

ブ事業、また子育て関連事業が実施されているところでございます。 

さらに、その地域の中で塙山学区というところがございまして、ここは人口

7,400、世帯数が 2,900、高齢化率が 18％。こちらの方については「住みよいま

ちをつくる会」と称しておりましたけれども、行政が主体となってまちづくりを

行ってきておりまして、その中で住民主体の総合的なまちづくりを行ってきてい

るところでございます。組織的には、自治会あるいはＰＴＡ、子供会、女性会、

小中学校、幼稚園、保育園等々がそちらに参加しています。 

１枚めくっていただきますと、取り組みの状況の中で、住民の手で「塙山コミ

ュニティプラン」を策定し、計画づくりをしているということで、いわゆる自治

会がイベント型活動を中心に行っており、365 日の日常的な活動を中心に行って

いるというところが特徴ではないかと思います。 

また事業については、移送サービスや何でも相談、対象者に限らない何でも相

談事業を行っています。また、制度のはざまに落ちているような事業、例えば、

電球交換とか草むしり等々の暮らしサポート事業を実施しています。また、子育

て、青少年育成も重視しながら、福祉だけでなく防災対策事業なども行っている

という状況でございます。 

次に、諏訪地区社協の取り組みでございますが、人口 7,000、世帯 2,800、大

体塙山地区と同じような規模ですが、高齢化率が 20％ぐらいの地域でございま

す。 

ここでは社会福祉協議会がアウトリーチする形で、小学校区単位のまちづくり

事業を中心に行ってきています。具体的には、男性の料理教室、あるいは出前介

護講座、そして小学校への総合学習支援などを実施しておりますし、高齢者の見

守りチーム事業などにも取り組んできているという状況をヒアリングしてきま

した。２ページ目の後ろから３ページ目のところで、ヒアリングをした相手方の

ご意見あるいはご要望という観点で事項別にまとめさせていただいています。特

に財政面ですとか、あるいは体制整備のお話ですとか苦労話というようなことも
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含め、活動されている方々のご意見等々を中心にまとめております。以上です。 

○大橋座長 

 ありがとうございました。参加できなかった委員の方もいらっしゃいますので、

とりあえず日立市の地域福祉の視察ということで簡単にご報告いただきました。

今日はそれがメーンではありませんので、それらも参考にしていただきながら資

料２を見ていただきたいのですが、事務局で地域福祉検討の視点ということで、

第１回からこれまで論議いただいたものを少し柱立てさせていただきました。 

１．地域における福祉の現状と課題、２．地域福祉の役割をどう考えるか、３．

住民が参加し主体となる福祉をどのようにつくるか、４．地域福祉を推進するた

めには何が必要か。そのシステムと構成要素（圏域、資源、参加者等）は何か。

５．行政の役割。他制度との関連について。６．既存の施策をどのように考える

か。市町村地域福祉計画、民生委員・児童委員、ボランティア、市町村社会福祉

協議会。福祉サービス利用援助事業、中でも権利擁護に関してということ。それ

から生活福祉資金貸付制度、共同募金、その他必要な施策等、今まで論議をさせ

ていただいたわけでございます。 

今日は次回以降の論点を深めるためにも、少しご自由にご意見をいただければ

ありがたいと思っております。１時間ほどこれに時間をとりたいと思いますので、

どこの柱からでも結構でございますから、ご自由にご論議をいただければと思い

ます。 

○木原委員 

 今日、地域福祉課から提示されたテーマの「地域の福祉の現状と課題」に関わ

ることですが、ここで三つのことを提示させていただきます。 

まず一つ目。私は全国で住民の支え合いマップというのを作っておりまして、

もう 10 年ほどになります。住民の方と一緒に住宅地図を広げて、要援護者はど

こに住んでいるか、その人に周囲の誰が関わっているか、人々はどこで井戸端会

議をしているか、などといったことを掘り起こしているのですけれども、そこで

つくづく感じるのは、地域の特定の要援護者をピックアップしてどんなサービス

につなげるかということだけではどうしようもないということです。 

例えばある地区では、小中学生はほとんどいない、大きな子供は他県へ働きに

行ってしまった、地元には店もない診療所もない、女性と老人だけで住んでいる。

そこで要援護者をどうこうすると言ったって、それだけでは仕方がない。地域そ

のものが「福祉」問題になっているわけです。そうなると、行政にしても庁内の

すべての部局が一緒に考えていかなければもうだめだということで、今ある地区

でそういう試みを始めています。 

また、福井市のある古い団地でマップを作ったら、一人暮らしの高齢者ばかり

だった。見守りをどうするかと考えていたのですが、じつは彼ら同士で徹底した

助け合いをしていた。他者の支援なんか要らないというぐらいでした。ところが

最近行ってみたら、建て替えられて 18 階の高層住宅になっていました。「10 年

かけてつくった助け合いが全部壊れちゃったよ」とリーダーが嘆いていましたね。

だから、建築家にしてもこれからはそういう住民のふれあい・助け合いの実態を

掴み、それを生かしながら設計していただかないといけない。福祉部門だけでは

福祉は実現しないどころか、逆にそれを壊されてしまうということです。 
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またこういうこともありました。支え合いマップを作っていたら、高齢者がデ

イサービスへ殺到している地区と、全然行かない地区が隣り合っていた。デイサ

ービスが繁盛する地区には、ふれあいサロンや趣味グループがほとんどなかった。

仕方なく、皆サービスに行ってしまうということがわかりました。デイサービス

へ行かない方は、あちこちにふれあいサロンができていたりと、ちょうど逆の状

況ができていた。その地区に豊かな生活文化が育まれているかどうかで、こんな

にも福祉事情が変わってくる。 

このようにして、福祉を狭く捉えている限り、地域の福祉は実現しないという

感じがしてきました。 

二つ目に、その福祉自体が専門化といいますか、専門家主導になり過ぎている

のも問題です。世話焼きさんなんかが老人宅に行くとヘルパーから「素人は来る

な！」と言われた、といった話をよく聞かされます。「インフォーマルへの蔑視」

といいますか、だから住民はなかなか要援護者へ近づけない、それで福祉活動か

ら引いてしまっている。両者がお互いに別世界で行動しているという感じですね。

専門家がもう少し住民と一緒に考え、行動していけるようなあり方を考えていか

ないと、地域の福祉は実現しないのではないでしょうか。 

三つ目。基礎構造改革で「利用者本位」ということを言っていたのですが、こ

れがなかなか実践されない、担い手主導のクセが関係者からなかなか抜けないと、

その解説書でも指摘していましたね。本研究会の主たる目的は制度の周りにでき

たすき間をどう埋めるかということでしたが、この担い手主導が「すき間」をつ

くる大きな原因になっているのではないかと思います。 

福祉関係者のやり方をみていると、福祉センターに陣取って、一つのニーズを

特定して、それに対応するサービスを考え出し、センターの足元に拠点を置き、

人材を集めて教育し派遣する、それに住民資源や要援護者を従わせるといった極

めて強引な手法が見られます。担い手の側から都合のいい福祉のつくり方をして

いて、当事者側の意向が反映されない。結果としてボロボロとニーズを取りこぼ

してしまう。おまけに住民の参加も得られにくい。 

ボランティアをしたければボランティアセンターに来い。何か困ったら福祉セ

ンターまで来なさいと言っても、来るはずがないと思うんですよ。住民の所まで

足を運んで、彼らのつながりの実態を丁寧に把握して、それを生かしながらシス

テムを作っていくという、当事者主導、住民主導の姿勢にならないとすき間は埋

りませんね。 

担い手主導で自分のやりいいサービスをしている間に、その対象である要援護

者をただ「サービスを受ける一方の人間」に固定させてしまう傾向があります。

そのため「私はただサービスを受けていればいいのだ」という依存心ばかりが強

くなって、当事者力が非常に弱まっている。自分で主体的に周囲から福祉資源を

発掘しようという努力もしない「助けられ下手さん」が増えて、その分サービス

をする側に負担がかかってしまっています。 

以上、三つの点を指摘させていただきました。 

○大橋座長 

 ありがとうございました。 

○和田委員 
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 こういう実態をいろいろ聞かせていただいて思ったのは、地域の中で自治会の

活動だけではもうエネルギーは十分出てこない、しかし自治会はひじょうに重要

だと。なぜかというと、変わるほどのＮＰＯや他のボランティア団体が出てくる

わけではないので、両方必要なのだということで、地域をベースにして地域の中

で市民が継続して活動に参加できるシステムとしての自由なボランティア団体

とか、そういうものを自治会がサポートしながらどんどんつくっていくという考

え方をしていくことがすごく重要かなと。そうするとエネルギーがたまってくる

可能性が高いのではないかというのが１つ。 

それから、生活上はやはりいろんな問題が出てくるので、サービスをきめ細か

くやるというだけでは限界があって、全然逆の発想のものをつくらなければいけ

ない。それは住民の側で、対象も限定しないし、必要だったら何でもやるという

タイプの福祉の事業を積極的につくっていく必要があるのではないか。 

だから、例えば行政主導で予算がついてつくったものだと、なかなかそれぞれ

にひもがついている感じなんですが、市民がつくる方は自由にやれるわけで、そ

ういうものを大いに奨励もするし、できればその基本的なところをちょっとサポ

ートできるようにすると、縦の制度的なきめ細かいこと、プラス市民の側でつく

った全く自由なものというのがうまくかみ合うことができていいんじゃないか

と思いました。 

それから今もお話が出ましたけれども、例えば行政サービスをやって、子育て

広場のような活動を行政でやっていらっしゃると、来ている人は完全に受け身で

サービスになっているのだけれども、あえてそれを住民主体だというふうに言っ

てやっていらっしゃるグループもあるわけですね。そしてそれは行政がサポート

している。そうすると全然違うのは、要するに来ている人たち自身が活動の担い

手とか、その事業を自分たちも参加してつくっているような意識に変えるために

運営しているボランティアの人たちが苦労してやっていらっしゃるのですが、結

果として、ただ受動的に来ているのとは全然違う人たちがそこにたくさん生まれ

てくるんですね。 

だからやはりそういう行政サービスで予算をつけてやっていく場合も、住民が

中心になった方がいいようなものについては思い切って方向転換をして、その活

動がうまくいくようにサポートはするけれども、かなり住民が主体的に運営でき

るものはしていただくような仕組みをこれからは考えていく必要があるのでは

ないか。それと助け合いの活動のようなものがベースに広がっていくことと、両

方。 

ですから助け合い活動だけ、行政のサービスだけというのではちょっとだめで、

その間のところをいかに組織化していくのかということを合わせて考えていく

ことが必要かなと思いました。 

○大橋座長 

 ありがとうございました。 

○清原委員 

 和田委員の最初の問題提起を含めて、いろいろある中で３点に集約して意見を

述べたいと思います。 

１点目は、和田委員から、いろいろな地域における担い手、組織、あるいは主
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体性を持った団体があると思うけれども、町会というか自治会というか、そうい

うものの可能性についてもう一度見直すことも有用ではないかというご指摘が

ありましたが、三鷹市は都市の中のとりわけ勤労者が多い地域であるにもかかわ

らず、今和田委員がおっしゃったようなことを、私もこの間痛切に感じて、むし

ろ町会、自治会等の活動を支援する取り組みを強化してきました。 

そう申しますのは、地域福祉のこれからを考えていくときに、やはり一番重要

な１つの視点は「地域」をどうとらえるかということで、地域が都道府県のよう

な広域のケースもあるでしょうし、市町村という基礎自治体というケースもある

でしょうし、さらに今回私は伺えませんでしたが、日立市さんの取り組みのよう

な学校区というか学区というか、そういう分け方が有効に機能している場合もあ

るでしょう。さらに町会とか自治会とか、そうした組織が有効に働くこともある

でしょう。 

それは、もちろん目的や様々な地域福祉に関する機能の果たされ方によって一

方で類型化して明確にする必要があるかと思いますが、あわせて多層性というか、

複層的に存在しているということの意義も常に押さえておく必要があると感じ

ています。 

したがいまして、町会、自治会の中で既に持っていた相互扶助の機能を果たす

担い手の中に、やはり核となるメンバーとして、２点目の問題提起ですが、やは

り従来の民生委員・児童委員がどうかかわれるのか。あるいは、何らかのボラン

ティア活動をしている層がどうコーディネーター機能を果たせるかといった、

「住民が備えるべき地域福祉の担い手としての専門性」はどの程度までか、そし

てそれをどのように習得していけばいいのか、そしてそれを維持して向上させて

いくにはどのような仕組みが必要か、人材の発掘と潜在的な人材を顕在化してい

くためにどのような働きかけが有用かということなどが、次のテーマになってく

ると思います。 

そこで私たち三鷹市が試みました取り組みの１つの事例をご紹介いたします

と、「地域ケア」というのを進めていく上で、１つのヒントとして「傾聴ボラン

ティア」を昨年度から養成してきました。これは高齢者や障害者を、直接市民の

皆様が訪問したり、あるいは老健施設等に出向いていただいたりして、高齢者や

障害者の生の声を聞くというボランティアですが、養成については市が社会福祉

協議会と共催し、主体的な指導者はＮＰＯ法人にお願いしました。 

こうして市と社会福祉協議会とＮＰＯの協働で行った事業でございますが、受

講者には民生委員・児童委員やボランティアの方も参加してくださいましたが、

町会・自治会で活動している方や、勤労者だったけれども何かできるのではない

かと全く初めて参加された方もあぶり出されてきていました。今年度も合わせま

すと 80 名ぐらいが具体的な活動に入りつつあります。またこれは、来年度以降

重要になってきます認知症サポーター養成の取り組みとも連携していくことに

なるかと思います。 

３点目に、実は地域福祉の問題を考えている人と、地域の防災や防犯を考えて

いる人がかなり重なり合うということをこの間実感してまいりました。高齢者や

障害者の生活支援をしている方々は、火災を起こさないようにどうしたらよいか、

震災時にどう助け出そうか、あるいは窃盗や振り込め詐欺等の被害から守りたい、
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悪質商法から守りたいというふうに、実は地域福祉で高齢者支援、障害者支援あ

るいは子育て支援をする中で、社会全体の安全・安心にかかわる取り組みを同時

にしていく必要性や、あるいは有効性を考えて取り組んでいるケースが顕在化し

てきました。 

たとえば、私が市長になりましてから、三鷹市ではかなり様々な団体と防災協

定というのを交わしているのですが、今年度の象徴的なものの１つに、理容師の

皆さん、東京都理容生活衛生同業組合の三鷹支部の皆様と防災協定を交わした事

例があります。これは災害時の避難所での理容サービスの提供に関する覚書だっ

たのですが、同時にこの方たちは、今まで取り組んでいた福祉的理容サービスを

正式に「ケア理容師」という資格で行うこととしました。今年度、三鷹市の高齢

者施設と共催で研修を行いまして、高齢者、障害者等にボランティアで理容サー

ビスをするという福祉的な取り組みについてもやっています。 

防災協定を交わしつつ、しかし実際に日常的にはケア理容という形で地域福祉

のボランティアもしてくださっているのですが、他には、助産師会の皆さんは子

育て支援でかなり活躍をしていただいておりますが、災害時の救護所における臨

月の方や妊婦さんの相談に乗りたいということで、これもまた災害時の応急救護

に関する協定を交わしました。 

これらは１つの例に過ぎません。私たちが地域福祉の取り組みをしていくとき

に、防災防犯の取り組みというのが伴われることによって、より自主防災組織の

方たちが地域福祉にも関心を向け、そしてまた防犯協会等々そうした取り組みを

している団体や商店やボランティア団体が、地域福祉という観点から活動を広げ

ていく可能性があるように思いました。 

そこで国として地域福祉についてこれからどんな取り組みが有用かというと、

具体例は本当にいっぱいあるということを昨年のヒアリングで学ばせていただ

きました。そのときに、しかしすべて類型化してきれいにできるものではなく、

基準をつくる際には地理的な状況や目的やこれまでの経過を踏まえた、一面的で

はない類型に基づいた基準のガイドラインが必要でしょうし、また担い手も公共

団体だけがするわけでもなく、既存の社会福祉協議会や民生委員・児童委員等の

活動は大いに尊重しつつ、新たなるＮＰＯ等との連携によって補強していく、あ

るいは新たなる地平を切り拓いていくことができる可能性がはっきりしてきた

と思います。 

そして３点目のように、地域福祉を深めていくということは、実は福祉の役割

を進めることだけではなくて、地域全体の暮らしの質を向上させ安全・安心の面

でも高めることができる切り口としてひじょうに重要ではないか、ということが

明らかになったのではないかと思います。以上３点に絞ってお話ししました。あ

りがとうございました。 

○大橋座長 

 ありがとうございました。それでは佐藤委員。 

○佐藤委員 

 よく言われていることですけれども、１つは「福祉の地域化」ということです。

制度はどんどん地域に向かう、例えば施設から地域へという動きが出てきたり、

在宅での生活を支える仕組みとか自立生活支援法という流れは、福祉が地域化を
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しているということで、福祉制度自体も地域へ向かっていっています。 

そういう中で、木原さんも少し言われていましたけれども、専門職の皆さんが

本当に地域での生活を支えるような視点に、変化をしていっているのかどうかと

いうと、なかなかそこは難しいようです。提供側の理屈と言われていますけれど

も、地域生活を送る生活者としての視点で生活が支えられるような、視点の変化

が起きているのかどうかということは、１つ見ていかないといけない部分だと思

います。 

もう一つ大事なのは、今度はちゃんと受けとめられる地域にしていくというこ

とです。最初にもお話しさせていただいたと思いますが、そこができてこないと、

いくら地域生活といっても実現できないわけです。例えば地域に精神障害の人た

ちが帰っていっても、それをはじき出してしまう地域であれば、これは地域生活

を実現することは不可能です。どういうふうにすれば地域が福祉に注目して福祉

のことを考えるようになっていただけるのかというのが１つ大きなポイントで

す。日立市の事例でわかりやすくいえば、コミュニティ活動を最初はやはり行政

が仕掛けているわけですね。でも、両方の地区で言われていたのですが、どこか

の時点でやはり住民主体でやろうということで切りかえをご自分たちでされて

いる。やはりそういうポイントがちゃんとあって、住民主体で動き出すことでい

ろんな活動がそこから展開するようになっていっている、そこが一体何なのかと

いうところだと思うのです。これは私どもの経験でもそうですけれども、我々が

形をつくったものを「地域の中でやってくれ」と持っていくと、これは社協のお

手伝いをする活動にしかならないです。そのことをそのとおりにやって「どうや、

もうやったけどええか」という反応にしかならないわけですけれども、皆さんに

ニーズを見ていただいて、ご自分たちでどうするか判断されてご自分たちが主体

的につくった活動というのは、ニーズの展開に合わせてどんどん活動が展開して

いくわけです。自分たちが活動しながら次のニーズが見えてくると、そのニーズ

に合わせた次の活動が生まれてくるという展開が起こっていきます。局長がくし

くも中でおっしゃっていましたけれども、やはり住民が主体的に活動できる組織

をどうつくってもらえるのかというところがひじょうに大きなポイントで、仕掛

けや仕組みで、さっきも言われたように全国的に大きく見てつくっていくと、そ

の主体性がどこまで出せるのかというところが一番のポイントかなと思います。

その主体性を生み出すためには、その地域に必要なニーズ、生活課題は何がある

のかとか、その地域でこれまでの歴史的な背景も踏まえてどういう形で対応がで

きるのかということを、地域地域で考えていただけるような場をどういうふうに

つくっていただくのかということに尽きるのかなと私自身は考えています。 

もう一つは、先ほど言われていました自治会と活動グループの関係。地域の中

でものを考えたり意思決定をしていただく枠組みとしては、やはりどうしても自

治会みたいな網羅的な組織があって、そういう中でそこの住民の皆さんの意見を

吸収したり意思決定したりという場が必要だと思います。しかし、自治会の力が

弱くなっているなかで、具体的にそこで生活支援の活動までかぶせることが自治

会の活動を活性化させるかというと、これは逆に役員のなり手がないとか、具体

的なそういう声になってはね返ってくることになります。先ほど和田委員が言わ

れていましたけれども、実際に活動する部分については活動したい人たちが集ま
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って活動できるような枠組みを、少し広げた地域でもいいですからつくっていく。

それが日立市であれば、学区の社協という仕組みかなと思います。協議できたり

意思決定ができる、もしくは情報収集ができたり情報が共有できるという場と、

具体的に活動するところ、活動したい人たちが集まってきて活動する場というの

を、並立させていけるような仕組みを考えていく。それを一つのものでやろうと

するとお互いに無理がくるような気がいたしました。以上です。 

○大橋座長 

 ありがとうございました。それでは長谷川委員、どうぞ。 

○長谷川委員 

 この間、日立市の視察へ参加させていただきましてありがとうございました。

塙山等いろいろと皆さん方の話も伺ってまいりました。ああいった狭い地域の中

でより細やかな地域福祉対応がされていたわけですから、そういう意味からいえ

ば、民生委員という古いイメージから新しい地域福祉コーディネーターに名前を

変えてほしいというような要望もありましたが、それはそれとして全国的にはそ

ういうわけにもいきませんが、しかしながら狭い地域の中で細かな対応をすれば、

そういう考え方にもなってくるのかなと、率直にそのような感じはいたしました。 

しかしながら、私たち横浜におりますと、住民のニーズはひじょうに多様化し

ているわけでございまして、福祉施設がいろいろと建っておりますけれども、な

かなか人手が集まらなくてオープンすらできない、オープンが遅れている、こう

した実態があるわけです。決して立派な施設ができればいい福祉が成り立つかと

いうと、決してそういうわけではないと私は思っています。 

そこには、生きがいを感じとってもらえているのかどうなのかというのが一番

のもとになってくるのではないか。またその支援を求めている方々に、その夢と

希望をいかにかなえてもらえるのかということが、我々民生委員に与えられた一

番の課題だろうと思います。 

そういうことをする上においては、やはり行政と町内会とか、あるいはボラン

ティアにしても社協にしても、そうした連携の仕方をこれから少し考えていかな

いと、それぞれの立場でそれぞれの方針でどんどん進んでもなかなかうまくいか

ない部分があるのではないか。そこで、これからの地域福祉を進める上において

も、そうした連携というけれども、その連携の仕方をうまく持っていかないと、

せっかくその気持ちになってもなかなかできないだろうという気が率直なとこ

ろいたしました。そういう意味で、我々も新しい地域福祉の構築に向けて少しず

つそういうことも考えながら、議論を重ねながら進めてまいりたいと思っており

ます。 

○大橋座長 

 どうぞ、今田委員。 

○今田委員 

 僕は、あまり細かい現場のことは知らないのですけれども、福祉ということに

ついてはそれなりに考えることがあるのですが、この 20 年ぐらいの間に随分福

祉というものの考え方が変わって、かつては再分配といいますか、社会保障で恵

まれない救済するための制度が福祉の主たる目的だったけれども、最近はそうい

う方向ではなくて、救済からエンパワーメントというのでしょうか、その人がい
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ろんなことができるように力をつけるという方向へかなり福祉が変わっていっ

ているというか、お金がないのも原因でしょうけれども、人が生きていくための

エンパワーメントをどういうふうにするかということが１つの大きなポイント

になっているのではないかと思うのです。 

そのときに、今までのいろんな福祉のやり方は、行政が福祉を担当する。これ

はあまねく公平だから、いつも手続きに時間がかかって、必要なときに必要なサ

ービスがなかなか得にくい難点があった。市場の提供するサービスは、お金があ

る人はできるけれども、そうでない人にとってはうまくいかない、効率を追求し

ますから。そのちょうどすき間にボランティア活動が入っているんですよね。 

ところが問題なのは、ボランティアというのを、人のためになるという感じで

やると長続きしない。長続きする人は、ボランティアは自己実現のためにやるの

だと。そういうことが確認できないとだめなんですね。続かない。だから行政は

あまねく不公平がないように公平にやる。市場は効率的にやる。この両方を満た

していればそれぞれいいのだけれども、そうでないボランティアの場合は当人が

いかに自己実現をするか。支援することが自己実現につながるという流れができ

ていまして、何も人のため、他人のためにやるというのではなくて、やっている

ことは他人のためになっているかもしれないけれども、最終的には自分のために

なっているという、そこら辺を上手に設計しないと、途中でやっぱりやめるかと

いう感じになるのではないかという気がします。 

それから、私は社会システム論をやっているのですが、今まで管理システムと

いうのはものすごく整備されてきているんです。六法全書、法による管理から行

政管理その他等々、管理型タイプの社会運営はたけているのだけれども、今大事

なのはボランティアにもみられたように支援です。支援ってとっても難しいこと

で、支援学というのを仲間と一緒にやっていますが、支援学というのは相手次第

なんです。自分が目標達成したらいいというわけではなくて、相手がエンパワー

するようにこちらがその相手を見ながら自分の動きを決めなければいけない。こ

れはまさにケアリングですが、ケアリングってそうすることなのでしょうけれど

も、だからケアリングというものを通じたサポートはどういう条件がそろってい

ればいいか。いくつか５つ６つあるのですけれども、またそれはおいおいお話し

させていただくとして、そういう世界をきちんと地域社会の中につくり上げる。 

それともう一つはリスク管理ですね。リスクはいくら管理してもいいのです。

リスクをサポートする必要はないのであって、最近は安全・安心の面で不安にな

る人が多いので、リスクをうまく管理できるということが福祉の１つの大きなポ

イントになるのではないかと感じております。 

それで支援のことですが、行政がやるのは公助と言われて、市場でやるのが自

助で、ボランティア、ＮＰＯその他でやるのは共助。昔は互助会で互助と言って

いたけれども、あまりイメージがよくないので公共の「共」の方がよくて、この

共助の空間をどう地域社会の中に設計するか。もちろんボランティアも失敗がい

っぱいありまして、資源不足だったり、温情主義に走ったり、組織運営のノウハ

ウをあまり知らなかったり、専門的知識もないという弱点も持っているので、こ

の弱点を行政サイドがどう補うか、及び、市場の方でどう補うか、補助支援する

かということもとても大事なのではないかと思っております。 
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そういうことから、支援をメーンにして福祉というものを、先ほど皆さんがお

っしゃっていて私もそのとおりだと思っていますので、要するにボランティアと

かＮＰＯ自身もエンパワーされて担当している人が自己実現できるような場を

つくっていくということが、とても重要なのではないかという感じがしておりま

す。 

○大橋座長 

 ありがとうございました。どうぞ、金井委員。 

○金井委員 

 私も福祉の専門家ではないので、なかなか議論についていけないところがいく

つかあったのですけれども、事務局の資料に関して、今後議論の１つの焦点にな

ると思いますのでいくつか感想ないしコメントです。 

まず大きな１つは、地域福祉における「地域」ということをずっと考えていた

のですが、いろんな議論を聞いていくと、どうも４つぐらいの異なる用法がある

ような気がいたします。１つ目は単純に空間ということです。これはおそらく他

の機能的な政策とか制度の残りの部分ですね。残りを地域という概念で全部引き

受けるという意味です。機能的な概念からいうと、残りの部分ということでの地

域という概念がどうも１つ使われているようであるという印象を受けています。 

それから２つ目は団体ですね。何らかの地域における団体というものが暗黙の

うちに想定されているような印象を受けます。それは担い手の場合もあれば、危

機管理のニーズの決定とか、ニーズを発見するとか、ニーズを認定するというも

のを含めてですが、団体が想定されているという印象を受けます。 

それから３つ目は、利用者主体という基礎構造改革の延長なのですけれども、

おそらく人間が地域にいるというのを前提にした上で、人間を焦点、あるいは利

用者を焦点にした概念として、この地域が言われているような気もする。ただし

この場合の地域イコール人間と言えるのは、その人があまり動かないということ

を暗黙の前提にしていまして、毎日通勤通学したり移動している人は地域福祉の

対象としてどうも入ってきていないようであるということがあって、何か個人を

地域の名のもとでみているという印象を受ける。 

それから４つ目は、地域における人間関係の結合といいますか、ある地域にお

ける連携とかネットワークがあるという状態を指して、どうも地域と呼んでいる

ようである。 

まだ他にあるかもしれませんが、聞いている限りは、どうも４つくらいの用法

を論者によって文脈によって渾然一体となりながら議論しているような気がい

たします。そこで地域福祉は何なのかというのをちょっと理解しにくい。別に理

解したからといって、ただちに地域福祉が盛んになるわけではないのですが、理

解した上で盛んになるということをちょっと整理できればと思っています。 

どうも聞いている限りは、４番目の「地域におけるある状態」というものがど

うも地域福祉の対象なのではないか。あるいは目標状態なのではないか。だから

既存のサービスが、利用者であるとか、給付を受ける人とかクライアントとか、

そういう人を想定しているのに対して、福祉の対象概念がどうも違うような気が

する。だからそこでは担い手ではなくて、やはり地域というのは対象であって、

ある相互に助け合えるような状態ということ自体がすでに政策目標のように論
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じられているのかなという印象を持ったのです。今後整理することができればと

思っています。 

それから大きな２つは、論点５、６とかかわるのですが、あるいは既に木原委

員とか清原委員その他から言われていることだと思いますが、この制度とか施策

の範囲がどうも非常に広そうであるということがあります。事務局資料の６で書

かれているのは極めて限定していて、どこの所管の範囲に入るかわかりませんが、

極めて限定したカテゴリーである。おそらく介護保険とか医療とかそういうのを

考えないことは、地域社会ではあり得ないのではないかという話もありますし、

防災とか建築の話とか普通に考えたら出てくる。それが仮に落ちるのであれば、

地域福祉の最大のポイントも消えてしまうのではないか。そう思うと、この施策

と制度をどういう意味内容で使っているのはそもそもわかりませんが、この施策

と制度の範囲をどこまで広げられるのかということは非常に大きなポイントで

す。外国人問題であるとか、いろんな問題が多分出てきていたような気がします。 

ここら辺はどういう範囲でしょうか。そもそも制度と施策という概念が何で２

つあるのかよくわかりません。その上でさらにどういう範囲を想定しているのか

ということ。特に生活保護という根幹的制度がここに書いていません。これは社

会・援護局の所管内でありますけれども、それさえも入っていないので、一体ど

ういう範囲を考えているのかなと。あるいは、どういう範囲まで広げるべきなの

かなということが、１つ大きな問題なのではないかと思います。 

これに関連していえば、地方自治法第１条の２第１稿においては「福祉の増進」

というのは結局自治体の任務だと書かれているので、概念的にいいますと、自治

体のやることは全部福祉なんですよね。地域における事務を総合的に担う地方公

共団体というのは住民の福祉を目指すと言っていると、ほとんど自治体の行うこ

とは皆地域福祉だという概念まで広げ得るんですね。 

これはハードの面でいうと「まちづくり」という言葉がそういうふうに使われ

ますよね。国交省のいうまちづくりというのは、中心市街地を活性化することだ

けだと考えていますが、世間で一般にまちづくりといいますと、地域における諸

問題をハード的な問題も含めて全部やるという概念になっていて、普通は見守り

とか全部含んでいるわけですね。そういう意味では、この地域福祉というのは、

すなわち自治体のやることすべてだとも考えられるし、おそらく地域社会で活動

している方はそういうふうに、全部やりたいということになると思います。どこ

まで拡張できるのかということが非常に大きなポイントなのではないかと思い

ます。 

大きな３点目は「行政の役割」と書いてあるところが非常に問題であります。

この場合の行政というのはどこなのかというのが最大の問題で、市区町村なのか

都道府県なのか国なのかというのは非常に大きなテーマになるわけです。やはり

地域福祉で考える上では、市区町村を基本にせざるを得ないと思うのです。合併

とか、あるいは限界集落という意味で、市町村自体も本当に市町村内のすべての

エリアをカバーできるかどうか、とても微妙になっています。市町村行政自体が

撤退しつつある中で、地域福祉というのをどう考えるのか。 

最後の担い手である市町村が撤収を始めているというのが限界集落です。そも

そも合併というのは、周辺部からの撤退というものですから、ここは相当に大き
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な選択を迫られるかなと思います。ただ同時にニーズの認定とか、あるいは公共

的決定を考えますと、やはりボランティアであるとかＮＰＯに最終的な意思決定

は正統的にゆだねにくいということがあって、どうしても選挙で選ばれた市町村

長のもとで決断をしていくということが最後の場面では必要になると思います。

行政の役割というよりはむしろ地域政府の役割というべきです。行政だけでなく

政治的意思決定としての所在を明確にした上で、公益団体であるとか国がどのよ

うに補完するのかということで論じていただければと思います。 

以上長くなりましたけれども、感想あるいはコメントです。 

○大橋座長 

 ありがとうございました。 

○小林委員 

問題意識としては、地域の福祉がコミュニティ全体を活性化する方策は何かと

いうことが大きなテーマかなと思います。コミュニティがしっかりしていればい

いのですけれども、そうでない場合に、福祉がどのぐらい地域のコミュニティづ

くりに寄与できるかというのを問題意識にしたいと思います。これまで今皆さん

がいろいろおっしゃったので、私はちょっと違う観点からお話させていただきま

す。 

コミュニティで活動する人たちのイメージがいくつか出てきていました。以前

来ていただいた「すずの会」のリーダーの方ですが、あの方は地域のことをひじ

ょうに意識しながら、しかも自主的にいろんなネットワークをつくっていらっし

ゃるかたでした。木原委員は「世話やき」といっておられるので、こういう概念

をどういうふうに位置づけていくかということが１つの課題だと思います。 

社協にはこれまでコミュニティワーカーという概念があり、これは地域のいろ

いろな活動を指導しておられると思います。専門的な観点からアドバイスをした

り、住民の主体性をつくり上げていく活動をしていらっしゃると理解しています。

もう一つコミュニティソーシャルワークという概念が―これは大橋座長の専門

分野ですけれども―ありまして、個別支援を中心とするワーカーの設置が必要だ

という議論になっているかと思います。 

これを民生委員をあてはめてみますとどうなるのでしょうか。おそらく、世話

やきさんとコミュニティワーカーとコミュニティソーシャルワーカーの全部を

やっておられるようにも思います。大変なことだと思いますが、逆にちょっと荷

が勝ち過ぎるのではないか。対象によってすこし機能を分けるというような議論

があってもいいかと思います。 

もう一点は、先日訪問した日立市の塙山の話で、あまり英語を使ってはいけな

いかもしれませんが、お話してくださった方々はコミュニティ・マネジャーと呼

んでもよいのでしょうか。いろいろな活動をある形にして行政に持ち込んだり、

行政から来た課題を適当にうまく組織化してやっていくということになるので

しょうか。 

いずれにしましても、コミュニティと福祉地区とを人材面からの関連をづけて

ゆくことで、イメージをつくっていく必要があるのではないかという気がいたし

ました。 

○大橋座長 
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 ありがとうございました。どうぞ。 

○河西委員 

 実は私は学者でも何でもなくて難しいことは全然わからなくて、一町会の会長

ということでこちらの方に呼ばれてきました。そのために難しいことまでは説明

できませんけれども、私はここへ来るまではずっと、地域福祉というのは、横浜

にあるいわゆる町会の集まり、連合会単位にある地区福祉協議会、地域福祉協議

会というところがつかさどるところが地域福祉かなという概念で来ました。 

いろいろとお話を聞くうちに、全国津々浦々を見ますとそれぞれ違いがあるな、

大きな違いがあるなというのがよくわかりました。そうしたときに施策あるいは

制度というのを立ち上げる上でどういうことに気をつけなければいけないのか

というのも、実は我々が普段不都合に思っている部分かなと思っております。 

地域で福祉を進める上で何を目指すかというと、さっき金井委員がおっしゃっ

たように、実は地域活動すべてが福祉だと思っています。そして、制度、政策が

どう住民のために有効に機能するか、させるにはどうしたらいいかというところ

が、実は私どもが日々活動する中で考えるところでございます。 

それにはやはり重層的な考え方といいますか、あるべき団体がすべて結集する

ということが必要になってきます。それが実は連合会単位でつくる福祉協議会で

あって、その中には当然民生委員も、保健活動推進委員、あるいは防災関係消防

団、あるいは学校関係すべてを網羅するというのがこの団体でございます。 

そうした中で実は横浜市も相当格差がございます。地域によって大きく活動の

格差がございます。なぜこれが生まれるかということですが、それは先ほどから

皆さんのお話にあるように、キーマンとなる方、あるいはそこに施策といいます

か活動の方針を決める人がいないということが、大きな原因ではないかと思いま

す。 

今地域福祉計画ということで、横浜市では地域福祉保健計画とよんでいますが、

地域で自主的に活動を考えなさいという内容で３年目に入っております。その有

効な機能の仕方は、やはり専門家である行政が指導しなければ進まないことは事

実です。自主性と言おうと何と言おうと我々は素人ですので――素人といいます

か考えが浅いので、しっかりとした施策をもった人が指導することが大切です。 

それにはやはりワークショップ的なものをどんどん開いて、軌道を修正という

よりも先導する形で進めていただいて、地域の方々をその活動に駆り立てるとい

う場面をつくっていくことが必要ではないか。その単位が実は連合会単位ぐらい

かなと思っています。 

私どもでは町会内で福祉賛助会という福祉専門でやるボランティア団体を立

ち上げていますけれども、町会の大きさがまちまちでございますので、100 世帯

前後からあるいは 3,000 というものもありますので、連合会は小学校区ぐらいに

なっております。その単位で人材を集めて、行政から、あるいは社会福祉協議会

等も加わりながら、多くの方々のお知恵をいただきながらワークショップを開い

ていただいて、地域の教育をしていただくことが第一かなと思っております。よ

ろしくお願いします。 

○大橋座長 

 ありがとうございました。今日はフリートーキングですから、こちらでまとめ



22 

 

るというよりも皆さんからいろいろ意見をいただいて、それを事務局と相談させ

ていただきながら整理をしたいと思っておりますので、今まで多分６回ぐらいで

言い足りなかったことがいっぱい残っているのではないかと思いますので、忌憚

なくいろいろ出していただいて結構なのですが。 

○木原委員 

 和田委員の言われたことで重要なことがあります。自治会はいろんなことをや

らされて疲労している。一方で元気な活動グループがある。この元気なところを

どう生かすかということだと思いますが、その基本にあるのはこういうことでし

ょうか。今の地域福祉はたしかにいろいろ整備されている。民生委員もいる、自

治会もある、地区社協もできている、いろいろあるけれども、どこかいまいちま

だ元気でないところがある、それが地域福祉の推進を妨げていると。 

では「元気な活動」をつくるにはどうしたらいいのか。川崎市の「すずの会」

の鈴木恵子さんが、この研究会の席で言われましたよね。「私たち、そういう組

織に組み込まれちゃうとだめになっちゃうんです」、つまり力を発揮できないの

だと。 

全社協も言っておられると思いますが、両者が「つかず離れずの関係」をつく

るとか。例えば自治会に組み込まれるとなかなか自由な活動が阻まれるので、ち

ょっと離れた状態、しかしどこかでチラッとくっついているようなスタンスのと

り方。いずれにしても、「元気な存在」をどちらかといえば主役に置いて、それ

を自治会なり民協なりがバックアップすることでその「元気さ」を継続させてい

く、そこがポイントだと思います。 

ところが、実際にそうした「元気なグループ」たちに話を聞いていますと、こ

のあり方を実現させるのは容易ではないということがわかりました。彼らが主役

になって活動しようとしても、そのバックアップ役を担わされる民生委員や自治

会から、「何であんたたちが主役になるの？ ただの素人の住民のくせに」とい

う、物凄い圧力がかかる。ただ和田委員の言われることはよくわかるので、問題

はその「元気なグループ」のフリーな動きをどう守ってあげられるかがポイント

になるとは思います。これを「連携」と一言で言ってしまったら、おそらく問題

は解決しないままでしょうね。 

○大橋座長 

 はい、どうぞ。 

○今田委員 

 さっき言い忘れたのですが、６番の既存の施策をどのように考えるかという、

これは何度かこの中の共同募金とかその他等でこの委員会でも説明を受けまし

た。そのときのイメージですが、古いなという感じがしていて、これじゃ世代継

承して若い人たちがさっきおっしゃった生き生きと地域のコミュニティの福祉

づくりに乗れないなというイメージを抱いていまして、ボランティアはいいにし

ても民生委員とか、生活福祉貸付制度とか、共同募金とか、このイメージは若い

人にはちょっと勘弁してくださいという感じになるのではないか。もうちょっと

ネーミングの工夫も……中身をこれだけ変えていこうと、単なる救済ではなくて

というふうにしていくのであれば、ネーミングもそれにふさわしい名前に変えて

いく必要があるのではないか。 
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それからもちろん趣旨も少しずつ変えていっていいのではないかという気が

します。制度を維持しながらもそういう変更はあっていいのではないかという感

じがしておりました。 

○清原委員 

皆様のお話を伺っておりまして、私は改めて２つの視点を提示したいと思いま

す。 

今日は、出席委員のうち、珍しく私１人だけが女性の委員なので、改めて男女

平等参画の観点から申し上げますと、地域福祉の事例をいろいろ伺っているとき

に、女性の方の報告者が他の審議会に比べて多いということに委員の皆様は気づ

かれたのではないかと思います。実際に地域福祉の現場で、専門家であれボラン

ティであれ女性の皆様の活躍は顕著です。ただ全体としてみますと、必ずしも女

性、男性という分け方を論ずるような段階まで今行かず、まさにこれから全体と

しての機運が盛り上がり、活動が活性化していくべき領域だと思うのですが。 

これは都市部でみられていることですけれども、長寿化の中で男性も若い段階

から、子育て支援の問題にも自分の子どもがいない人もかかわろうとする。ある

いは長寿化の先に自分たちが地域でどのように生き続けるかということについ

ては、実は高齢者になってから、あるいは退職後に考えるのでは遅くて、今から

準備をしていく必要があるという意識を、いわゆる 2007 年問題はかなりそのよ

うなことを顕在化させたということもあると思います。 

福祉の方で明らかにはなっていないのですが、三鷹市の場合ですと、「父親の

会」とか「おやじの会」というのが各小学校で毎年のように設立されていって、

学校のコミュニティスクールにかかわる、あるいはキャンプであるとか学校に宿

泊する事業にかかわってくるということで、母親だけではなくて父親もその台頭

を示してきております。今後必ずしも性差の切り口というのが前面に出過ぎる必

要はないと思いますが、より性別を超えて男性も活躍する地域福祉のあり方を考

える必要というのも１つあると思います。 

２つ目は「居住形態」ということです。さきほど限界集落のお話をいただきま

した。限界集落の事例をお聞きしたときに、限界集落では孤独に１人高齢者が住

むという体制から、グループホーム化を図りつつ見守りも有効にするような集合

して住むということを進めている例もみえてきたようです。反対に都市部では、

集合住宅が圧倒的に多いわけですが、集合住宅も高齢化していく中、今までは管

理組合的なつき合いしかなかったけれども、地域福祉の観点や防災防犯の観点か

ら新たに町会的な組織をつくっていくにはどうしたらよいかという、それも１つ

の棟だけでつくったのでは 30 世帯とか 50 世帯のところ、もっと地域の集合住宅

が連携してはどうかという動きが、例えば三鷹市内でもあります。他の地域でも

起こってきているようです。 

ですから限界集落の中では、分かれて戸建で住むよりも、ともに住むグループ

ホーム化が進む動きがある反面、集団で住んでいるところでは、お互いにより名

前と顔を一致させようという動きがあるようなことから、地域といっても居住形

態や年齢構成等で地域福祉のあり方に新たな観点が加わるかもしれませんので、

「居住形態」という切り口も重要ではないかと考えました。以上です。 

○大橋座長 
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 ありがとうございました。私もちょっと論点を整理する意味で、金井委員にお

聞きしたいのですけれども、とても大事なご意見を先ほどいただいたのですが、

福祉の増進といったら地方自治体の任務全部だという話をされましたね。多分そ

うだろうと思う。ただそう流れの中で、どうしてもやや問題を抱えている福祉サ

ービスを必要とする人たちが、いろんな意味で日の目をみないとか焦点が当たら

ないという状況が起きてきているのだと思います。それらの問題を解決するとき

に、行政だけでは対応できなくて、自治会だとかあるいは校区社協だとか、そう

いう任意の団体などもいろいろと活用してきたけれども、そこもどうもアップア

ップしてきているのではないかという状況だと思います。 

今田委員も言われた救貧ではなくて住民のエンパワーメントをしながら助け

合っていくというときに、任意団体的な組織で、果たして行政の役割との関係が

意味を持つのかということをずっと考えていて、ここの検討会でも、地域福祉推

進の基礎組織をどう考えるかといったときに、市町村よりももっと下のコミュニ

ティ協議会的なところに権限をおろす可能性というのは今後相当あり得るので

しょうか。 

○金井委員 

 大変難しい問題だと思いますが、公共的意思決定ですから、その正統性がどこ

にあるのかという担保が一番問題になります。１つには、これが期待通りに機能

しているかどうかはともかくとして、一応選挙というのはそれなりに意味がある

と思うんですね。やはりいざとなったらある市長がよくないとなれば落とせる、

あるいは落とせないということが、最後の担保になるというのがあって、どうし

てもデモクラティックコントロールに基づく正統性というのは１つあると思う

のです。 

ところが地域の場合というのは、選挙によるデモクラティックコントロールが

ない団体なのです。ない団体でどういうふうに地域化していくのか。例えばオラ

ンダとかドイツで市町村より小さいものをつくるときに、結局選挙をやれという

ことになるのです。選挙をやらないと憲法違反であるという話にどうしてもなっ

ていくのです。が、日本の場合には、地域自治区を導入するときに公選制を出そ

うとした総務省に対して、全国の議員関係者が抵抗したらしいという説があって、

それが実現できないのです。議員関係者には自分たちの民主的正統性を独占した

いということがあったのかもしれませんが。ともかく、選挙がない場合にどこま

で地域に正統性があるのかということが非常に大きな問題になります。そうしま

すと結局のところはだれか政治的な正統性を持った人が委嘱したとか任命した

とか、あるいはその人が権限を細かく定めたという形で言わざるを得ない。そう

すると、正統性の出どころが民生委員のように厚生労働大臣になるのか、それと

も地域の市町村から来るのかはともかくとして、コミュニティ協議会や地域の基

礎組織が、自分で正統性の根拠を持てないので、どうしてもお上志向になってし

まう。 

もう一つは、別の正統性は専門家だということ。ちゃんと勉強して知識もあっ

ていろいろ考えているところで正統性を持つ。たとえば医者なら医者の診療行為

に基づいて診療報酬が出るというのが可能なのです。けれども、それはまた専門

家の主導になってしまうという問題で、地域福祉といちばん対極になるというこ
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となんですね。 

だから、どこまで地域の団体が公開性とか正統性を持てるかということなんで

すね。世話やきをやっていれば、皆がその人をありがたいなと思えば確かに正当

なのですが、「いつまでたってもあの人が仕切っていて言うことを聞いてくれな

いけれども、かわってやるのは大変だし」と思うと、あまり信任されていない世

話やきさんとか町会長さんがいると、正統性もないけれどもかわる人もないとい

うこと。地縁団体に対して権限を渡しにくいというのは、やはり正統性がないと

いう問題が残っていて……。 

私は最終的にはコミュニティリーダシップは選挙で支えざるを得なくて、市町

村が出張っていくしかないのではないかと思っているのですが、市町村は地域福

祉としては圏域が明らかに広過ぎる。しかも合併してますます中心部に逃げてい

るので、実態上は困っているというのが一番大きい……。全然お答えにならなく

て、いかに答えがないかということだけ説明していてまことに申しわけないので

すが、今後とも考えてみたいなと思っています。 

個人的には、昔は地域選出単位の議員というのは、事実上選挙で選ばれた地域

の公的な地位であるとともに世話やきもできたのです。けれども、今日では、議

員が必ずしも住民から信用されていないらしいということがあります。この前日

立市でとても興味深かったのは、ＮＰＯ活動をやっている方が、議員なのに議員

であることが言えないんですね。むしろ議員がＮＰＯ活動をやっていて、当たり

前ですばらしくて、選挙でも正統性があった上で地域福祉活動をやれるのだから

いいじゃないかと思うと、自分のＮＰＯ活動は議員活動と別だと言わざるを得な

い。議員であるということが地域福祉活動の正統性を傷つけてしまうと思われて

いるらしいと。となると一体何によって正統性が支えられているのかというのを、

非常に深刻に思った次第です。以上です。 

○大橋座長 

 ありがとうございました。いろいろ論点を深めなければいけないことがいっぱ

い出てきまして、今日はありがとうございました。フリートーキングということ

ですからまとめませんが、これで前半の議題は終わりにしたいと思いますがよろ

しゅうございましょうか。 

それでは、この間やはり地域における相談支援事業というのはたいへん重要だ

ということでございまして、それについてこれから各局からご報告いただいた上

で、富士宮市の土屋さんから話題提供をいただきたいと思っております。それで

は最初に、老健局において、地域包括支援センターにおける相談支援事業の現状

ということでご説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○小関老健局計画課長 

 老健局でございます。資料５をご覧いただきたいと存じます。地域包括支援セ

ンターにおける相談支援について簡単にご説明させていただきます。 

表紙をめくっていただきますと、地域包括支援センターの取り組み状況という

ことが書いてございます。平成 18 年４月施行の介護保険法で定められた地域支

援事業の中の包括的支援事業等を、地域において一体的に実施する役割を担う中

核機関として位置づけしているものでございます。 

イメージ図をご覧いただきたいと思います。社会福祉士、主任ケアマネジャー、
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保健師、この３職種間での連携、チームアプローチをとることによって利用者一

人一人のケアマネジメントの継続的な支援、重層的な支援と自立の支援に向けた

取り組みを行っていく、そういうことが期待されている役割を持った組織でござ

います。 

３ページでございますが、総合相談支援事業というのは包括的支援事業４事業

の中の１つに位置づけられているものでございます。財源としては左側の地域支

援事業交付金ということで、平成 20 年度はこの包括的支援事業等のためのお金

として、介護給付費の２％以内を充てることができるということになっておりま

す。 

総合相談支援事業の中身でございますが、右上にございますように、地域にお

ける関係者のネットワークを構築するとともに、高齢者の心身の状況や生活の実

態、必要な支援等を幅広く把握して、相談を受けて、地域における保健・医療・

福祉サービス、機関、制度につなげることを支援する役割をここで担おうという

ことで行っている事業でございます。 

次のページをご覧いただきたいと思います。地域包括支援センターでございま

すが、平成 18 年４月から今年の４月１日までの２年間で整備することになって

おります。20 年４月から本格施行ということでございます。設置主体は市町村

ですが、直営もございますし、一定の法人に委託することも可能ということで運

営がなされております。センターの設置数は、昨年４月末現在で 3,831 カ所、１

市で１カ所の地域包括支援センターという自治体もございますし、複数の圏域に

分けてセンターを設置しているとか、いろいろ種類がございます。保険者数とし

ては 1,640 ということで、まだ 30 保険者については設置されておりませんが、

今年の４月１日時点ではすべての保険者がこのセンターを設置することができ

る予定になってございます。 

次のページでございますが、総合相談支援業務の内容でございます。３点に分

けてお話しいたします。１点目は地域におけるネットワーク構築ということで、

センターの方で支援を必要とする高齢者を見出して、様々なサービス等適切な支

援につないでいって継続的な見守りを行っていくということでございます。先ほ

ど来お話が出ているように、民生委員、医療機関、福祉事務所、ボランティア、

自治会といった方々のネットワークが期待されていると理解しております。 

それから２番目でございますが、実態把握。総合相談支援を適切に行う前提と

して、ネットワークを活用する他、例えば高齢者世帯への個別の訪問とか、ある

いは同居していない家族ないし近隣住民からの情報収集といったものを行って、

高齢者の、あるいはその家族の実態把握を行うということが重要であると考えて

おります。特に、地域から孤立しているような高齢者のいる世帯、あるいはその

高齢者の介護を含めた様々な課題を抱えているような世帯など、支援が必要な世

帯をきちっと把握して、その世帯の高齢者、あるいはそれに加えて家族への支援

につなげていくことができるようにすることが重要であると考えております。 

それから３点目が総合相談支援ということで、初期段階での相談支援につきま

しては、様々な相談を受けて、その状況を把握して、専門的、継続的な関与、あ

るいは緊急の対応が必要かどうかをここで判断していただいて、仮に相談者自身

が解決できることであればその相談内容に対応したサービス等に関する情報提
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供を行うということにしております。 

それから初期段階での相談で専門的、継続的、あるいは緊急の対応が必要とい

う場合につきましては、訪問を含めてさらに詳細な情報提供を行って、課題を明

らかにして個別の支援計画を策定し、その計画に基づいてサービスを受けられる

ようにする、他の制度につなぐようにするという役割が期待されております。そ

れとともにフォローも行うということでございます。総括的に申し上げれば以上

のようなことになっております。 

総合相談の実施状況ですが、詳しい分析がまだできておりません。18 年度の

延べの相談件数だけ申し上げますと 553 万件で、その大半は介護保険その他のサ

ービスに関することでございます。介護保険制度そのものに関するご相談である

とか、あるいは介護サービスを利用したときの苦情相談というものも、この中に

は含まれております。 

その他は権利擁護に関すること、あるいは高齢者虐待に関することで、それぞ

れ記載どおりの件数が相談として寄せられているという状況でございます。簡単

ですが以上でございます。 

○大橋座長 

 ありがとうございました。続きまして障害保健福祉部から、障害者関係の相談

支援事業の現状についてご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○高原障害福祉専門官 

 お手元の資料６でございます。障害者に対する相談支援事業について説明させ

ていただきます。 

まず、地域においてどのような相談支援体制がとられているかについてですけ

れども、障害者自立支援法は障害のある人が普通に暮らせる地域づくりを目指し

ております。障害者の地域生活を支援するためには、複数のサービスを適切に結

びつけて調整するだけではなく、社会資源の開発とか改善なども行う相談支援事

業の充実が不可欠と考えております。その相談支援事業が主軸となって地域づく

りを進めていくために、各市町村に地域自立支援協議会を設置していただくこと

をお願いしております。 

障害者自立支援法以前は、障害分野におきましてはケアマネジメントが制度化

されておりませんでしたので、障害者の相談支援を実施していない市区町村も相

当数ありましたけれども、自立支援法の施行により障害者の相談支援は市区町村

の必須事業となり、市町村では相談支援事業をみずから実施するか、その地域の

指定相談支援事業者の中から相談事業を委託するということになっております。

その結果市町村の相談支援体制は 100％実施率となっておりますけれども、委託

率は６割弱という状況でございます。 

またケアマネジメントの制度化によって、サービス利用計画作成費という、い

わゆるケアマネジメント報酬がこれに当たりますけれども、この支給を、対象と

なる方について個別給付しております。都道府県の役割としましては、市町村を

支えるために各種事業を実施していただいております。次のページをご覧くださ

い。 

相談支援事業の内容についてですけれども、相談支援事業は障害福祉サービス

の利用援助のみならず障害者のエンパワーメント、自立を進めていくいくつかの
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実施メニューがございます。相談支援事業には、一定の実務経験を持って、相談

支援従事者研修を修了した相談支援専門員が配置されと選ります。相談支援専門

員は、利用者から出された課題とかニーズを踏まえて、個別の支援会議を開催し

支援計画を立ててまいりますけれども、これですべてのニーズを解決することに

はならないこともあります。このような今すぐには解決できない課題とかニーズ

につきましても、これを集約しながら地域の自立支援協議会につなげていくとい

ったイメージ図でございます。 

また、市町村における相談支援事業の機能を強化するために、地域生活支援事

業の中で、図の左にありますような市町村相談支援機能強化事業、これはいわゆ

る専門職の配置の事業でありますけれども、そうした強化事業、成年後見制度利

用支援事業、あるいは地域移行を進めていくための居住サポート事業というもの

を設けております。 

相談支援体制と相談支援事業について説明をしてまいりましたけれども、この

図は相談支援を受ける人に着目した図であります。障害分野では、ライフステー

ジに一貫した支援が必要であるということです。法の目的でもあります障害のあ

る人が普通に暮らせる地域づくりを目指して共生社会の実現をより確かなもの

とするためには、子供のころから障害のあるなしにかかわらず、ともに遊び、と

もに学び、ともに暮らしていく環境を整備していくことが必要だと考えておりま

す。 

そのためには福祉分野のみならず、乳幼児期におきましては、例えば医療とか

保健分野とか、あるいは学齢期におきましては教育分野、青年期になりますと労

働分野などと協働していく必要が出てまいります。ライフステージごとに支援者

が異なる、あるいはその支援体制が違うということによって出てくる側面をカバ

ーしつつ、十分にそうした支援体制を引き継ぎ、また連携していくということが

求められております。障害のある人のライフステージを切れ目なく支援していく

ために、その地域の他分野とのネットワークを形成していく、その意味におきま

しても、自立支援協議会が大変重要な役割を担っていると考えております。 

地域自立支援協議会は障害のある人が地域で安心して暮らしていくためのシ

ステムづくりを行う目的を持っております。システムづくりの中核的役割を果た

す協議の場でございます。地域自立支援協議会を形骸化させることなく展開して

いくためには、ここに書いてありますような機能をそれぞれの地域で具体的な事

例を通しながらよく議論していただく。何のために集まっているのかを明確にさ

せながら進めていく必要があると考えております。 

新潟県柏崎市ですとか刈羽村では、合同で地域自立支援協議会の準備づくり、

小さなネットワークづくりを進めている最中に震災がありましたけれども、顔の

見えるネットワークが進む中で、いち早く安否確認ができたということを担当課

長からうかがいました。 

地域自立支援協議会は、単に全大会を年に１～２回開いて終わりというもので

はございません。相談支援事業によって個々のニーズが拾い集められ、個別の支

援会議で確認されたニーズ解決のための方策を地域のニーズとして整理し、必要

に応じて地域の社会資源の開発や改善につなげていく、そのプロセスを重視して

おります。 
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１例を紹介しますと、広島県のある町では、個別の支援会議で、障害のある子

供の放課後を支援する場が欲しいとか、夏休みなどの長期休暇になると親が介護

で倒れてしまうなどの声が確認され、地域自立支援協議会の中でこうしたニーズ

について検討が重ねられてきたそうです。その結果、福祉系の大学があるその市

の強みを生かして、その大学出身者からなるＮＰＯ法人に学生ボランティアの育

成と派遣を委託するという事業が始まりました。市単独の事業として学生サポー

ター事業がはじめられたそうです。 

地域の実情をよく理解したメンバー、フットワークの軽いメンバーによる活発

な議論を通じ、必要であれば専門部会を付置させてその地域の課題に対するプロ

ジェクトに取り組むことなども期待しております。 

最後のページにありますように、市区町村レベルでは今年度中に約８割、都道

府県レベルでは今年度中にすべて設置できる見込みとなっております。今後さら

にこの自立支援協議会と相談支援事業を充実、強化していきたいと考えておりま

す。以上で説明を終わります。 

○大橋座長 

 ありがとうございました。続きまして雇用均等・児童家庭局より、子育て等児

童関係の相談支援事業の状況についてお話をいただきたいと思います。よろしく

お願いします。 

○高倉雇用均等・児童家庭局総務課長 

 資料７をご覧いただきたいと存じます。 

まず１ページ目ですけれども、個別の相談支援の事業状況に入ります前に、そ

ういった相談支援がいかに必要とされているかということに関する１つの背景、

参考情報でございます。ここに２つの意識調査の結果を掲げておりますけれども、

後ほど述べますような様々な相談支援事業が展開しておりますが、その中で、し

かしかなり子育ての孤立感が強い、負担感が強い、悩みや相談の相手がいないと

いった方々もまだかなりおられるということが見てとれる、こういう状況がござ

います。 

それではどんな事業をやっているか、２ページ目に、多岐にわたるので一覧的

に少し整理してみました。市町村においては、後ほど個別に触れますけれども、

ここに掲げてございますような何種類かの、地域の中でできるだけ身近な相談支

援ということで事業を行っております。また都道府県あるいは児童相談所設置の

ところでは、特に困難な事例についての専門的な相談支援を行っている。そうい

った困難な事例の中の特に大きな問題である虐待問題につきましては、これはま

た市町村に戻ってくるような感じで、児童相談所だけでなく市町村も含めて虐待

防止のネットワークを張っていこうと重層的にやっているという、これは全体像

でございます。 

個別につきましてさっと一通りご紹介いたします。３ページで、児童委員・主

任児童委員でございます。民生委員についてこの研究会でご報告いただきました

ときに、あわせて児童委員を兼ねているということ、そしてまた民生委員を兼ね

ている児童委員の中から主任児童委員を指名するという制度で行われているこ

とはご紹介ございましたけれども、職務内容としては２番に書いてございますよ

うに、大変幅広く相談に乗るということになっております。人数は下にあります
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ような 22 万人強という状況でございます。 

４ページで、児童委員たちは兼務でございますから、活動の中でどれぐらいが

子供関係かということ。これは 11 月に本研究会に提出された資料の中にあった

部分でございますけれども、その中で左下をご覧いただきますと、２割弱が子供

に関することとなっている。そのような比重であるということでございます。 

５ページの法律の条文は省略いたしまして、６ページで、今度は市町村の行っ

ております相談支援の中で、もう一つ特徴的なこととして母子保健の諸事業がご

ざいます。まず母子健康手帳を妊娠届けを行われた方に交付することを初め、妊

婦検診の実施、両親・母親学級の開催、訪問指導、乳幼児検診の実施等々行って

おりまして、そういった機会をとらえて主に生育、保健、成長等をめぐる相談ニ

ーズに対応しているという状況でございます。 

次の７ページは、母子保健という視点だけでなく、もう少し幅広くいろんな福

祉的な支援あるいは虐待等の問題を早期に察知して対応するという複合的な目

的意識を持った事業として、平成 19 年度から国庫の交付金の対象事業として開

始しているものでございまして、生後４カ月までの間に全戸を訪問しようといっ

たような事業。ここにございますようなかなり幅広い職能の方々に、研修を加え

た上で訪問していただいて、相談を開始するという事業をはじめたところでござ

います。 

訪問した上で、どうもこれはフォローアップが必要だなという場合には、７ペ

ージの右上にございます育児支援家庭訪問事業という、個別のケース会議をした

上でフォローアップ事業につないでいくといった事業構成になっております。 

８ページに実施状況が示されておりますけれども、右下をご覧いただきますと

全国状況ですが、19 年度の状況としては、実施率が、こんにちは赤ちゃん事業

の方が６割弱、フォローアップの事業の方はまだ４割強ということでございます

けれども、これをさらに全市町村で実施していただくようにお願いしたいと考え

ております。 

９ページは、また違う角度からの相談支援でございますけれども、地域の中で

子育て支援拠点というものを設ける。いろんな類型として、ひろば型とか、セン

ター型とか、児童館型、どこを拠点にやるかということで若干分けておりますけ

れども、要は子育て中の親子の方が親子連れでやってきて、ある程度遊びなどを

通しながら自然な形でいろんな相談にそこのスタッフの方が乗っていく。あるい

はそこに来ておられる方々が相互間でのご相談もできるといったような場づく

りをしているということでございます。 

次に 10 ページでございますけれども、これは冒頭申し上げた都道府県におけ

る専門的な相談の中核になる施設。その名も児童相談所というぐらいで、相談を

中心にということでございますけれども、設置箇所数は近年増えてきまして、下

にございますが、全国で今 196 カ所となっております。 

相談の内訳ですが、11 ページをご覧いただきますと、この近年数年間ぐらい

の相談件数の推移を掲げておりますが、虐待を含む養護の相談、非行の相談、障

害の相談、育成相談、その他といった内訳がございます。件数的には約７割を障

害、育成関係の相談が占めておりますけれども、実は相談１件当たりの業務量に

ついて平成 18 年度の調査研究で分析していただきましたところ、障害相談への
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対応の業務量が１だといたしますと、例えば虐待相談の業務量は 12.8 と、13 倍

ぐらい手間暇がかかる。あるいは養護の相談ですと 6.3 ぐらいということで、見

た目の比重としては障害、育成が大きい感じですけれども、実際には虐待、養護

という部分の比重がひじょうに重くなってきておりますし、ここでご覧いただき

ますように特に虐待相談などは数年間で件数比重としても倍になるというよう

に、虐待問題が急増している状況にございます。 

12 ページは、その虐待の部分の増加を抜き取ったものでございます。 

対応するための仕組みとして 13 ページでございますけれども、都道府県の児

童相談所だけではなくて、いわば楕円の２つの中心のもう一つとして市町村にか

かわっていただこうということで、市町村に頑張ってもらう要保護児童対策地域

協議会、子供を守る地域ネットワークといったものを立ち上げていただいて、で

きるだけチーム対応で相談をできるようにする事業をやっているということで

ございます。 

14 ページはさらにもうちょっと具体的に、果たすべき機能とか参画機関等々

を掲げております。中身につきましては、以前虐待のときにご報告させていただ

きましたので省略いたします。 

設置状況は 15 ページでございますけれども、市町村の中でもこういったネッ

トワークを立ち上げてくださった、100％という都道府県が 13 県。左にございま

すけれども、まだ４～５割にとどまっている県も２県あるということで、これか

ら全市町村でのこの相談体制の整備が課題という状況でございます。以上でござ

います。 

○大橋座長 

 ありがとうございました。たいへん重要な内容のものを短時間にご説明求めま

して申しわけございませんでした。ありがとうございました。それでは、今の報

告と現場の実態がどうなっているかということで、富士宮市の土屋さんにご足労

いただいておりますのでよろしくどうぞお願いいたします。 

○土屋氏 

 それでは説明させていただきたいと思います。資料８に基づいてお話しさせて

いただきますが、今行政説明の方で３つの相談支援事業の説明をしていただきま

して、そこがだぶっておりますので必要なところだけ話させていただきたいと思

います。 

まず富士宮市が行っている地域包括支援センターは、本来は介護保険制度の中

なのですけれども、障害も児童も高齢者もＤＶ等も初期相談に関しては、ワンス

トップで受けとめていこうというような体制をつくっているところが特徴です。 

なぜそういう話になったのかということですが、富士宮市ではちょうど平成

17 年度に市の主導で地域福祉計画を策定しておりました。その中で今お話があ

りましたように、介護保険法でも児童福祉法の改正でも、それから障害者自立支

援法の改正案などをみておりましても、市町村で身近な相談支援をすることが求

められているわけですから、そこを部署ごとに一々縦割りにしなくてもいいので

はないか、こういうようなフレーミングを私の方で提案していったわけです。な

ぜ提案できたかというと、私は社協から派遣されてセンター長をしているのです

が、社協と地域福祉計画を協働でつくっていた過程がありましたので、そのよう
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な案を提示できたということになります。 

当初は行政の方でも、今までそういうことはやったことがないからということ

で、たしか 16 年の終わりぐらいにフレームをつくって持っていったのですが、

ピンと来ないような状況だったのですが、だんだん地域包括支援センターの内容

がクリアになってくる中で、これでいこうということで、かなり考え出していた

だきはじめたということです。 

きっかけは、まず市長の方も総合相談ということをかねてからずっと考えてお

られたということと、そのときの担当係長がかなり積極的に進めていただけたと

いうことで、とりあえずそういう枠組みができたということになります。 

実際に地域の中では高齢者も障害者も子供も大人も皆雑居しているわけです

から、法の種別で対応できない例えば重層的な課題を持っている家族などは、今

までですと、あっちに行けこっちに行けということで、全くきちんとした支援体

制をつくってもらえなかった。そういったことがないように、それらの相談をワ

ンストップで受けとめて相談支援体制を構築するためには、分野を選ばない初期

総合相談機能が必要だということでできてきたわけです。 

資料の 17 ページをご覧ください。これが現在富士宮市で行っている、地域包

括支援センターを主体とした富士宮市における総合相談支援システムのフロー

ということになっております。 

まず支援を必要とする人で、真ん中の枠の下の小さい丸の上を見ますと、相談

内容が明確な場合は地域包括センターに来ないか、または来てもそこを案内すれ

ば済むということになります。例えば介護の申請をしたいということであれば、

介護の給付係を案内すれば済んでしまいますが、多くは主訴が明確化されていな

いケースや重層的な課題のあるケースが、地域包括支援センターに舞い込んでく

るわけです。 

そのときには、地域包括支援センターでインテークをして、第１次アセスメン

トをして、必要な相談機関を連絡調整して支援体制の構築をします。それぞれの

関係機関に役割を振り分けて、その人の支援体制を構築した上で地域包括支援セ

ンターはモニタリング体制に入るということをやっていくわけです。そうします

と窓口に来た人は、あっちこっちに行かないで、そこですべて相談が受理されて

必要な支援体制が組まれるということで、包括支援センターですべて解決すると

いうことは不可能ですので、関係機関をきちんとコーディネートしてモニタリン

グ体制に入っていく、そこが重要な役割ということになります。 

実際にどんな重層的なケースがあったかということですが、３ページの方をご

覧ください。 

これは包括支援センターができてすぐのケースですけれども、父親 73 歳が脳

梗塞で倒れる。母親 70 歳が初期の認知症で同居している。この方は知的障害で

もありました。長女は 40 歳、精神障害で既婚で別居していて、出戻りで一緒に

生活している。長男 35 歳は同居。これは後で知的障害として認定されたという

ことですけれども、この相談が発覚したのは、長女がサラ金で多額の借金をして

自己破産の相談に来ました。そこで相談を受理している段階で、父親がおうちで

十分な介護も受けていない。お母さんは知的障害であってきちんとした介護もで

きていない。長男と長女はサラ金で莫大な借金をしている。そして父親の入院費
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の支払いが滞る。こういうことがわかってきたわけです。 

今までですと、父親は高齢者福祉課になりますし、長女は保健所に行きなさい

という話になりますし、長男は障害福祉課という話になるのですけれども、これ

をすべて引き受けまして各機関の連絡調整をしました。 

最終的には、父親は退院後の介護保険の申請をして、父親の年金通帳を守るた

め、今は地域生活自立支援事業になっておりますけれども、財産管理のシステム

につないでおきました。まさにその借金をこさえた理由というのは、長女、長男

が父親がためていた 600 万ぐらいの預金をすべて１年ぐらいで使い果たして生

活費が足りないということで莫大な借金をこさえていたということなので、今後

の父親の年金を守るためにも、まずここを実施。母親には、日々の生活に関する

支援とか、長男がてんかんの発作とかがありましたので、服薬の管理もできてお

りませんでしたので、保健師等が服薬の指示、そして父親の通院時の車の手配や

支払いの支援、こういったことをやっていきました。 

長女に関しては、サラ金の借金の自己破産の支援。これは弁護士にしてもらっ

た。そして生活費の使い方の支援、長男にはサラ金の借金の自己破産支援、そし

て明らかに知的障害でしたが今まで療育手帳も何も受けておりませんでしたの

で、療育手帳申請支援、当然基礎年金も受給しておりませんでしたので至急申請

をして５年にさかのぼって受給されましたので 300 万ぐらいの収入が入ってき

たということになります。その後今は就労移行支援事業につないで就労支援、ま

た生活費の使い方の支援、健康指導、これらのことを総合的に各機関と連携しな

がら実施しているという状況になります。 

これが地域包括支援センターで今やっている状況ですけれども、なぜワンスト

ップサービスが必要なのかと我々がとらえたかといいますと、15 ページをご覧

ください。 

まず一番重要な部分は、ワーカビリティーのない人たちが相談の窓口に来るわ

けですから、その人たちをたらい回しにしないということ。それから、相談者本

人と家族の全体をとらえるということで医療、保健、福祉、介護保険、その他―

―その他というのはインフォーマルなサービスも含めて、先ほどのケースなどで

は近所の親戚の人まで含めて支援体制を組まないと対応できない状況でしたの

で、こういうことが必要だろうと。そして相談からサービス利用の連続性という

ことで、相談だけで終わらせない。相談は入口であって最終的な支援までしてい

くということが重要。これは個別支援ということになります。あと、生活支援を

躊躇している人や社会的に孤立している人への働きかけ。これはごみ屋敷に住ん

でいたり、通院を拒否したり、そういう人にも積極的にアウトリーチをかけてい

かなければならない。そういうワンストップの相談が必要だろうということにな

ります。 

次の 16 ページをご覧ください。高齢者、障害者、子供等の種別にかかわらず

初期相談を実施するには、主訴が明確でワーカビリティーのある人は各相談窓口

へつなぐ。これは一番先にお話ししたとおりです。 

主訴が明確でない、または漠然とした不安、重層的な課題のある人は、地域包

括支援センターでインテークをし、必要な支援機関をコーディネートする。これ

が目的になります。そこで次の 17 ページ、最初につくった仕組みを立ち上げた



34 

 

ということになります。 

この中で右側に権利擁護センターというのがありますが、今は準備中ではなく

てもうでき上がっておりますが、権利擁護に係る専門的な支援に関しては、専門

家チーム、弁護士、司法書士、社会福祉士、人権擁護委員等を集めた権利擁護セ

ンターというのを立ち上げてありますので、市長申し立てが必要なケースとか消

費者被害、または虐待で立ち入りのケース等は、こういった専門家の後押しを受

けながら行政が意思決定していくという、こういう機関もつくってあります。 

その機関の説明が次の 18 ページに書いてあります。この機関には、弁護士、

司法書士、警察等のネットワークがつくってありまして、地域包括支援センター

から困難事例の相談があって、必要であれば弁護士とか司法書士を権利擁護セン

ターの事務局がコーディネートして、ケア会議等の日程調整をしてそこに専門職

の出席をしていただく、こういうような仕組みもスタートしております。なお自

分たちのスキルを深めるためにも、定例会議を２カ月に一度開きながら、虐待事

例の検討とかをしているということになります。 

そういう人たちをいかに発見するかということでの見守りネットワークにな

りますが、19 ページをご覧ください。自分で相談に来られない人をどのように

支援するか、ここが一番重要です。包括支援センターのことを周知徹底するとい

うのはよく言われているのですが、パンフレットを配っても周知徹底はできませ

ん。それは福祉課題のない人は見ないからで、全戸配布した後、各地区社協を回

って「パンフレットをご覧になった人」と言ったら数パーセントしか見ていない

わけです。特に認知症やひとり暮らしで閉じこもっている人はパンフレットを見

て電話をしてくるということは 100％ありませんので、そういう人たちをどうい

うふうに発見するかという仕組みづくりが大切になってくるわけです。 

そのためには、20 ページをご覧ください。地域での見守りネットワークの構

築ということになります。地域住民の意識改革、これは先ほどからずっとお話を

聞いていてそのとおりだなと思いましたが、富士宮は地区社協という組織が市内

12 カ所、12 万 5,000 人の市ですけれども中学校区に１カ所ずつでき上がってお

ります。そこには民生委員、それから保健委員、あと区長、班長さんたちが役員

として全部いるわけです。まず役員に理解してもらおうということで、地区社協

ごとに地域福祉の話を展開していきました。なぜ地域福祉が必要かということな

んですよね。 

そういう話をしていきますと、役員さんが、なるほど確かに必要だという認知

がはじまりますと、役員だけが知っていてもしょうがないからうちらの住民に話

をしてくれということで、例えば土曜日の夜に地域住民 400 人ぐらいを体育館に

集めてくれるわけです。ただ、地域福祉の話を聞くから集まれと言っても集まり

ませんので、そこは役員さんたちが、僕の話の後に子供たちのダンスとか、お母

さんたちのフラダンスを用意してあるわけですから、それが終わるまで帰れない

という仕組みをつくってあるわけです。 

そうすると嫌でも話を聞いてくれる。当然なるべくわかりやすく話しますので、

帰りには「ああそうか、そういうことが必要なんだな、じゃあおれたちで子供た

ちの行き来の見守りぐらいはできるよね」ということで、ある地域では先駆的に

子供たちの見守りとか、自分たちで何をやるべきかという話し合いが今はじまっ
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ているところであります。 

老人クラブや民生委員との協働、ここも重要でありまして、老人の実態把握を

するのに一番知っているのは老人クラブですから、そこと、後で話しますが、地

域型のブランチの支援センターと今つないでありますので、老人クラブや民生委

員からの情報がひじょうに増えているということです。昨年の相談件数、同時期

で比較してみると特に多くなっているのが、民生委員からの相談というのが４倍

ぐらいになってきています。ということは、そこと地域包括支援センターのつな

がりが出てきているのかなということになります。 

あと今までありました地域型支援センター、これは７カ所ほどありますので、

そこを再編して見守り体制に組み込むということをやりました。 

次の 21 ページをご覧ください。富士宮市は地域包括支援センターが直営で１

カ所です。その他に今までの地域在介、この黄色い丸がそうですけれども、ここ

を地域型支援センターというふうに名前を変えました。これはなぜかというと、

在宅介護支援センターというと高齢は対象になりますが、本体が障害者等のイン

テークもしていますので、地域型の方もすべて同じように障害者の方もインテー

クしてもらうと。ただ専門的に弱いですから、つないでくれればいいよというこ

とで後の対応はとってあります。 

その周りに 10 の生活圏域ごとに地区社協がすべて設置されておりまして、そ

こと地域型支援センターをエリアできちんとくくってあります。例えば右上の富

士根北支部と富士根南支部というのはのぞみという支援センターの担当ですよ

ということになっておりまして、それぞれの地区社協の年度総会のときに相談員

を連れていって、困ったらこの人に相談をまずしてくださいということで全部顔

をつないであります。 

それともう一つ地域型の役割としては、地域でのサロンづくりをお願いしてい

ます。ですから、相談だけではなくて、キーになる人がいたらその人に協力を仰

いでサロンづくりを推進していますので、当然サロンには地域型の支援センター

が活動に参加して報告書を上げていただいていますので、そのサロン活動の中か

ら、どこどこのおじいちゃん最近顔を見ていないけれどもという情報を得て、実

態把握をして支援に入るという、こういう仕組みを今つくっております。 

ただ、高齢者虐待等に関しましては、各地域からバイパスで上がってくるよう

なルートを残しておりますので、すべて地域包括支援センターの方に上がってく

るケースと、地域型で処理してくれるケースと２通りになってくるということに

なります。 

あと重要な部分では、これからのネットワークづくりということで、富士宮市

における地域福祉ネットと書いてあります。今認知症のネットワークづくりも県

の事業を受けてスタートしているのですが、県の方は目に見える成果物を期待し

ているようなのですが、我々の考え方は、この中の支部の人たちに認知症の勉強

会、これはキャラバンメイトとかサポーターを使って推進していけば、この地域

の人たちが認知症のことを理解してくれれば当然これは認知症ネットワークに

なりますし、高齢者虐待のことを理解していただければこれが高齢者虐待ネット

ワークになりますので、いわゆるあて職で同じ人が集まった委員会づくりは富士

宮ではやめようということで、このベースの中に機能強化をしていくことでネッ
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トワークづくりを進めていこうということで、まだ途に立ったばかりですけれど

もスタートしております。 

22 ページをご覧ください。最後になりますが、これは厚労省の方で示してい

ただいた地域包括支援センターのネットワークのイメージに基づいて、富士宮市

がどういう取り組みをしているかということになります。 

早期発見・見守りネットというのは一番左になりますが、これが今お話しした

７つの支援センターと 12 の地区社協のネットワークになります。一番右側の関

係専門機関介入支援ネットワークが、権利擁護センターということで専門家のネ

ットワークになります。今一番悩んでいるのが、真ん中の保健・医療・福祉ネッ

トワーク、これをどう構築していこうかということで今検討中です。医療機関と

の連携が一番ネックになっておりますので、この辺ができ上がると、包括支援セ

ンターを中心とした３つのネットワークができ上がるのかなと思っております。 

最後に 23 ページだけご覧ください。そういったことを踏まえながら平成 20

年度、来年度に向けて富士宮市ではこういう組織改革を考えております。これは

保健福祉部の中の福祉事務所機能の部分を抜き出したのですけれども、今まで地

域包括支援センターが総合相談の窓口だったのですが、今年からは福祉総合相談

課という課を設けて、その中で福祉相談支援係ということで、地域包括支援セン

ターと家庭児童相談室と障害者相談支援とＤＶ相談、これを一つの係としてくく

って、この中で横の連携がもっと密になるような体制を構築しようと考えており

ます。 

上の介護障害支援課は給付事業にかかわりますので、主に社会保障・給付事業

の担当ということになりますし、真ん中の福祉総合相談課は、地域支援事業に関

することとか、保護、措置、老人福祉法の事業等を担当していくということで、

まさに社会保障制度のはざまにいる人たちを包括的な支援体制の中で支えられ

るようなワンストップ初期相談と具体的な関係機関による支援体制の連携を構

築して、福祉事務所機能を強化していこうということで考えております。一応そ

んなことで報告を終わります。ありがとうございました。 

○大橋座長 

 ありがとうございました。大変すばらしいシステムで実践されているようでご

ざいますが、時間があまりありませんが、ご質問なりがありましたらどうぞ。 

○木原委員 

 土屋さんにお伺いしたいのですけれども、資料８の３ページの事例は本当の事

例ですか。 

○土屋氏 

 本当の事例です。 

○木原委員 

 これをみて凄いとは思うんですけど、もしかしてこのケースをもっと早期に発

見していたら、まだ父親や母親の問題は出ていないかもしれないですね。これを

放置しておいて、だんだん時間が経つと、母親が認知症になってきて、最近にな

って父親が倒れてアウトと。 

そこで以前、この研究会で権利擁護センターの方が発表されたのを思い出しま

した。住民からなかなか相談の申請が上がって来ない。しかも来たときは既に深
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刻な状況になっていると。そうすると、いかに早期に問題をキャッチするかとい

うことになりますよね。 

私は住民の支え合いマップというのを作っています。そうすると、この人がこ

のあたりの老人の相談に乗っているといった事実が浮かび上がってきます。ミニ

相談員ともいうべき人物が、向こう３軒あたりで１人いる。それから「ご近所」、

つまり 50 世帯ぐらいの圏域でやや大物の世話焼きさんが、悩める人の相談に乗

っています。もっと広い、数百世帯の圏域で相談に乗っている超大物もいます。

断っておきますが「私は相談員をしたい」なんて本人は言っていません。周りが

その人を見込むんです。住民というのは各自、自分はあの人に相談すると決めて

いるんですよね。「これは民生委員に相談しなければいけない」なんて、悪いけ

ど思っていないですよね。 

○土屋氏 

 民生委員は嫌だという人もいます。 

○木原委員 

 そうでしょう。そうすると、住民は、おたく（地域包括支援センター）まで悩

みを持っていくのではなくて、せいぜい「ご近所」どまりで、「私はあの人に言

う」と決めている。今述べたように、「向う三軒」で第一次相談、「ご近所」段階

で第二次相談、「ご町内」段階で第三次相談が行われていると言っていいと思い

ます。その住民立の（？）相談所に関係機関が顔を出すということがない。「た

かが世話焼きがやっていることじゃないか」ということでしょう。そこに大きな

「すき間」ができているような感じがするんですよね。おたくでは地区段階でス

クリーニングしていますよね。このあたりの世帯はどれくらいですか。 

○土屋氏 

 ばらばらですね。4,000 人から３万人ぐらい。 

○木原委員 

 おそらくそこからは地域は見えないと思います。おたくの方は専門家主導です

けれども、末端の方は住民主導でやっていて、住民はそちらの「相談所」に行っ

ている。ならばそちらの方へ顔を出して、そこから住民には手の負えないケース

を拾い上げていくということを何かお考えになっているかどうか。 

○土屋氏 

 地域包括支援センターができて、18 年４月で、これは最初のころのケースで

すけれども、当然今までどこでも拾われなかった。おそらくサラ金の相談に来て

も、その説明だけをしていれば終わってしまった。そこからうちのスタッフがた

またま聞き出していって入り込んでいったケースなんです。 

次は、地区社協の方が地域福祉計画の後、今度は活動計画ということで各 12

地域で懇談会も終わって計画策定しているのですが、その中でまさに地域向こう

３軒両隣で見守ってくれる見守り支援員といったかな、支援隊といったかな、そ

ういうのを今考えていこうと。当然さっき言ったようにあて職を置くのではなく

て、本人に聞いて「あなたはだれに見守られたいですか」と。今の話ですよね。

それを確認してその人たちの同意を得て、地域での見守り体制をつくっていこう

ということを今検討しています。 

それを 12 地区社協の中でこれから進めていく。だから、今はまだ十分にはで
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きていませんし、今までは全くゼロだったと思いますが、そんなことをこれから

計画していこうかなと。それでモデル地域をつくっていこうかなと思っています

けれども。 

○今田委員 

 とてもいいお話をいただいて、私が考えているのにぴったりのシステムづくり

を考えられているようで、特に今日厚生労働省の方からも３つ出ましたが、全部

支援なのね。昔は管理行政といって福祉もどうやって管理してやるかというもの

でした。15～16 年前に支援学というのをやろうよと仲間とやり出したころ、大

体全国市町村を調べたの。住民支援課という「支援課」というのがなかったんで

す。最近かなり出てきて、これも出ているじゃないですか。 

社会保障制度のはざまにいる人たちを包括的な支援体制の中で支えるという

発想が、ようやく行政とタイアップしながら出てきたというのはとてもいいこと

で、こういう感じのものをつくることによって……この支援センターというのは

まだ自治体の行政の枠内なのですか。 

○土屋氏 

 介護保険法の中ですから、そうです。 

○今田委員 

 もうちょっと自立するために、ボランティアとかＮＰＯとパートナーシップを

うまく組む。こういうのを受け皿にしてパートナーシップを組むといいと思うん

ですね。それでいろんなアドバイスをしてあげられる。 

それから、福祉というのはケアが中心になると思うけれども、ケアというのは

正義の論理のように普遍的な原理でいかない。今出ていましたように個別特殊事

情、それぞれに応じて手当てしないといけないという、その仕組みをどうつくる

か。だから正義の女神じゃだめなんですよ。千手観音で 1,000 ほど手を持ってい

ないと手当てできないという発想でね。でも日本はそういう発想って結構なじみ

があるじゃないですか。だからそういう発想をどう根づかせるかというのは、今

日聞いたお話は、その一歩としてとてもよろしいのではないかと思って感動しま

した。 

○大橋座長 

 ありがとうございました。 

○和田委員 

 こういう体制ができるといいというお話だったのですけれども、他の自治体で

やっている支援センターとの違いはどこなのかというポイント、そしてそれをや

るために何か障害が実際にあり得るのか、それは市長なり市が方向さえ決めてし

まえば特に問題はないのか。それともう一つは、インフォーマルな部分も含めて

調整していらっしゃるというお話だったのですけれども、支援センターが主導し

てそういうインフォーマルな部分も含めて調整するということはうまくいって

いるのかどうかというあたり、その２つを質問したいのですけれども。 

○佐藤委員 

 少し関連するかもわかりませんけれども、１点拠点のタイプになりますね。何

人ぐらいずつ職員がいらっしゃるのかということが１つと、地域型の支援センタ

ーというのは、きっと委託という形態になっていて、その委託先の人の身分なり
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人件費なりがどういう形で出されているのか。総合的に受けられる体制がつくら

れているというのは、今までの議論中でいうと、セーフティネットの役割を本当

に地域が果たせるのかという意味では、こういうパートナーが出てくるというの

はひじょうに重要なポイントだと思うのですが、そこは今度地域と結びつくとこ

ろでどうなのか。和田委員からも少しインフォーマルなところとの連携がどうな

のかという話が出てきたと思いますが、全市が１点拠点で本当にインフォーマル

とつなぐ仕組みとして対応し切れるのかどうかというところについて、お聞かせ

いただければと思います。 

○土屋氏 

 まず職員体制ですけれども、今直営のスタッフは社会福祉士が２人と、主任ケ

アマネジャーが１人と、保健師が８人、あとプランナーという臨時の、予防プラ

ンだけやっている人が６人いますので、社会福祉士とか主任ケアマネジャーは基

本的には予防プランを持たないという体制で臨ませていただいています。これは、

そうしてくれと。プランをつくってもらうために来たんじゃないということで、

これは行政の意思でやってくれているということになります。 

それから障害があったかということですけれども、１つはやはり市の意思です

よね。介護保険の保険者は市ですから、地域包括支援センターの責任主体は市で

すし、市が委託であっても責任を持たなければいけない。当初は社協に委託とい

う話もあったのですが、係長と話していくうちに、保健師を含めてこの４事業を

委託できるわけがない、だから軌道に乗るまでは市が責任を持って器をつくる、

でも人材がいないから来いということで呼ばれたわけです。 

その他スタッフも、全部当時の課長が一本釣りして、使えるスタッフをダーッ

とそろえてくれたので、みんなひとりでもやれるようなスタッフばかりなので、

そういう意味ではひじょうに楽をさせていただいております。ですから、他の自

治体ができないというのは、やはり行政の意思がそこにあるかないかというのが

大きいです。その意思の後ろ支えをしているのがやはり首長だと思いますけれど

も、そこだと思います。 

よくこの話は聞かれるんです。どこでもできるんですかという話だと思います

が、そういう背景がありましたので、障害という意味では大きな障害はありませ

んでした。そういうことで仕組みをつくったということになります。 

あと地域型支援センターは在宅介護支援センターをそのまま移行しました。社

会福祉協議会は基幹型センターをやっておりましたが、それも地域型に移行させ

て７カ所配置ました。その費用としては、全部組みかえまして出来高のような形

にしてあります。ベースはあるのですけれども、訪問１軒行ってくれたらいくら

ということで、結局上限があるので全部払うのですけれども、出るときに今まで

の地域在介だと、ふらふらしないでケアマネやっていろと。兼務させていました

ので出にくかったんです。そこも係の方で考えていただいて、出たらお金が入る

という仕組みをつくってくれました。あと地域のサロンのコーディネート料もい

くらということで、上乗せして全部合わせて 500 万円ぐらいですから、１人区を

雇えるかどうかというところです。ところが他の法人は医療法人と特養の福祉法

人で全部受けていますので、富士宮市の場合は介護保険事業所連絡会があって地

域貢献というのを会長さんがやってくれているので、どこも手を引きませんでし
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た。そういった意味ではひじょうに恵まれています。 

ですから当然インフォーマルな関係も、地域の顔つなぎができてきていますの

で、そういうところがうまく使っていってくれる。といっても今ボランティア育

成がひじょうに富士宮市は遅れているので、インフォーマルなというと民生委員

とか近隣住民とか、そういうことが主になってきていますが、もう少し社会資源

ができてくるとおもしろいつなぎができるのかな。まだ本当にはじまったばかり

なのでこれからだという感じはしております。よろしいでしょうか。 

○大橋座長 

 とてもすばらしい実践でもっともっと聞きたいのですが、時間がまいりました

ので申しわけございませんが、これでおしまいにしたいと思います。事務局の方

から連絡事項ございましょうか。 

○千田地域福祉課長補佐 

 次回でございますけれども、２月 18 日月曜日、17 時から 19 時まで、会場は

厚生労働省でございます。また追ってご連絡いたします。次回は取りまとめに向

けての議論ということで、本日の議論を踏まえてさらに議論を深めていただきた

いと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○大橋座長 

 それでは今日の会議はこれでおしまいにしたいと思います。本当にどうもあり

がとうございました。土屋さん、どうもありがとうございました。 

 

 

 

（終了） 

 

 

 


